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総 務 委 員 会（ 分 科 会 ）次 第 

 
2022年３月14日（月）９：30～ 

第１委員会室 

 

１ 開会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

(1) 付託・分担案件の審査について <２頁> 

ア 委員会審査 

 

 

イ 分科会審査 

 

 

(2) 意見・要望のまとめについて 

ア 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

イ 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 



令和４年第２回豊岡市議会（定例会）議案付託表 

 

【 総 務 委 員 会 】 

  第３号議案 豊岡市過疎地域持続的発展計画の変更について 

  第４号議案 豊岡市辺地総合整備計画の策定について 

  第５号議案 豊岡市定住自立圏形成方針の廃止について 

  第７号議案 豊岡市企業版ふるさと納税地方創生基金条例制定について 

  第８号議案 豊岡市事務分掌条例の一部を改正する条例制定について 

  第９号議案 豊岡市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

  第10号議案 豊岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

  第11号議案 豊岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について 

  第12号議案 豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  第13号議案 豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

  第14号議案 豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

  第15号議案 豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について 

  第29号議案 令和３年度豊岡市管理会財産区特別会計補正予算（第１号） 

  第40号議案 令和４年度豊岡市管理会財産区特別会計予算 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【 総 務 分 科 会 】 

  第22号議案 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第20号） 

  第32号議案 令和４年度豊岡市一般会計予算 

  第44号議案 令和４年度豊岡市一般会計補正予算（第１号） 

※ ３議案中の人件費分は、総務分科会に一括分担する。 

 



 令和４年３月定例会  

総務委員会（分科会） 審査日程表 

審 査 日 程 所管（出席対象）部署 審  査  内  容 

３月14日（月） 
９：30～ 

 
第１委員会室 
 

【議会事務局】 
【政策調整部】秘書広報課、政策調整課、 

財政課、公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室、 
防災課 

【市民生活部】税務課 
【消防本部】総務課、予防課、警防課、 

豊岡消防署 
 

【分科会】 
《令和４年度一般会計予算議案》 
＜説明、質疑＞ 
○第32号議案 

 

３月14日（月） 
13：00～ 

 
第１委員会室 
 

【政策調整部】財政課 
【総務部】総務課、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｷﾞｬｯﾌﾟ対策室、 

人事課、情報推進課 
【地域コミュニティ振興部】 

コミュニティ政策課 
【各振興局】地域振興課（総務担当） 
【会計管理者】会計課 
【選管監査委員事務局】 
 

【委員会】 
《令和４年度管理会財産区特別会計予算
議案》 
＜説明、質疑、討論、表決＞ 
○第40号議案 

 
【分科会】 
《令和４年度一般会計予算議案》 
＜説明、質疑＞○第32号議案 

 

※委員のみ ＜討論、表決＞○第32号議案 
 
《委員会審査意見・要望のまとめ》 
《分科会審査意見・要望のまとめ》 
 

３月15日（火） 
９：30～ 

 
第１委員会室 
 

【政策調整部】財政課 
【総務部】総務課、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｷﾞｬｯﾌﾟ対策室、 

人事課、情報推進課 
【地域コミュニティ振興部】 

コミュニティ政策課 
【各振興局】地域振興課（総務担当） 
【会計管理者】会計課 
【選管監査委員事務局】 
 

【委員会】 
《議案》 
＜説明、質疑、討論、表決＞ 
○第11号議案 ○第12号議案 
○第13号議案 ○第14号議案 
○第29号議案 

 
【分科会】 
《一般会計補正予算議案》 
＜説明、質疑＞ 
○第22号議案 ○第44号議案 
 

３月15日（火） 
11：00～ 

 
第１委員会室 
 

【議会事務局】 
【政策調整部】秘書広報課、政策調整課、 

財政課、公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室、 
防災課 

【市民生活部】税務課 
【消防本部】総務課、予防課、警防課、 

豊岡消防署 
【竹野振興局】地域振興課（総務担当） 
 

【委員会】 
《議案》 
＜説明、質疑、討論、表決＞ 
○第３号議案 ○第４号議案 
○第５号議案 ○第７号議案 
○第８号議案 ○第９号議案 
○第10号議案 ○第15号議案 

 
【分科会】 
《一般会計補正予算議案》 
＜説明、質疑、討論、表決＞ 
○第22号議案 ○第44号議案 

 

※委員のみ 《委員会審査意見・要望のまとめ》 
《分科会審査意見・要望のまとめ》 
 

※ 総務分科会での説明は、基本的に①財政課（全体概要含む）、②人事課（人件費含む）、③その他の課（組

織順）の流れでお願いします。 



太田　智博

田原　宏二

7名

熊毛 好弘 コミュニティ政策課長 若森 和歌子

議会事務局次長 安藤 洋一

税務課長 宮﨑 雅巳

塚本 繁樹

地域振興課長 谷垣 一哉

秘書広報課長 山口 繁樹 地域振興課参事 山根 哲也

秘書広報課参事 小野 弘順

政策調整課長 井上 靖彦 地域振興課長 中川 光典

地域振興課長 今井 謙二

財政課長 畑中 聖史 地域振興課長 大石 英明

会計課長 三笠 孔子

宮田   索

防災課長 原田 泰三 吉谷 洋司

成田 寿道

総務課長 太田垣 健二 予防課長 上田 有紀

選管監査事務局長 宮岡 浩由

説明員計 32名

人事課長 小川 琢郎

情報推進課長 中奥   実 議会事務局主幹兼議事係長 佐伯 勝巳

午前　15名 計 40名

午後　15名

副 委 員 長 松井　正志

2021年度　豊岡市議会総務委員会名簿 2022年3月14日(月)

【総務委員】

委 員 長 村岡　峰男

政策調整部参事
（行財政改革担当）
兼公共施設マネジメント推進室長

正木 一郎
竹野振興局

委 員

浅田　　徹

小森　弘詞

前田　敦司

【説明員】

議会事務局 地域コミュニティ振興部

議会事務局長

市民生活部

政策調整部

政策調整部長 城崎振興局

消防長

日高振興局

政策調整課参事
（行財政改革担当）
兼総務部情報推進課参事

若森 洋崇

出石振興局

但東振興局

財政課参事
（学校跡地利活用担当）

久保川 伸幸
会計課

防災監 消防本部

総務部長(会計管理者)

消防本部次長
兼総務課長

井﨑 博之

総務部次長
兼ジェンダーギャップ対策室長

上田   篤
消防本部参事
兼豊岡消防署長

川見 真司

総務部

両方　２名

総務課参事
（文書法制担当）

宮代 将樹
選挙管理委員会・監査委員事務局

ジェンダーギャップ
対策室参事

岸本 京子

【担当事務局職員】
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午前９時２４分 委員会開会 

○委員長（村岡 峰男） おはようございます。 

 定刻にはまだ５分ほど早いですが、どうもおそろ

いのようですので、総務委員会を始めたいと思いま

す。 

 四、五日前からといいますか、急に春めいてきま

して、大変ありがたいというか、浮き浮きするとい

うか、そういう気分になりかかっています。 

 しかし、今日の委員会はあまり浮き浮きせずに、

しっかりと議論が深まりますようにお願いをして

おきたいと思います。 

 それでは、ただいまから総務委員会を開会いたし

ます。 

 委員の皆さんはＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダ、ホーム、総務委員会、総務４年３月１４日が本

日の委員会のフォルダです。そこに本日の委員会の

資料を配信しております。 

 今日と明日、２日間の審査の予定についてお知ら

せをします。 

 ３ページの審査日程表をお開きください。 

 審査の順序は、こちらの審査日程表のとおり、議

案の順序を変更し、本日は当委員会に付託された第

４０号議案及び当分科会に分担された第３２号議

案の審査として、説明、質疑、討論、表決を行い、

その後、本日の意見・要望のまとめを行う予定です。 

 明日は、本日で審査が終了した議案を除いて、残

りの議案の審査として、個別に説明、質疑、討論、

表決を行い、その後、意見・要望のまとめを行う予

定です。 

 本日の当局出席者についてでありますが、審査日

程表に合わせ、午前・午後に分けて、所管部署の職

員に出席いただくよう要請しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑・

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔、明瞭

に行っていただき、スムーズな議事進行にご協力を

お願いをします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長・分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いを

します。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前９時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２８分 分科会開会 

○分科会長（村岡 峰男） これより３番、協議事項

（１）付託・分担案件の審査について、イ、分科会

審査に入ります。 

 第３２号議案、令和４年度豊岡市一般会計予算を

議題といたします。 

 第３２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入予算、全項目の人件費

を含む歳出予算、債務負担行為、地方債、一時借入

金及び歳出予算の流用についてであります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が明記されておりますので、逐一、事業名称と予

算額のみを説明いただく必要はありません。 

 十分な質疑時間を確保するためにも、当局には、

新規事業や前年度から大きな変更のあった事業及

び主要事業等を主として説明いただくよう、依頼を

しておきます。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明をいただき、その後、組織順で、各担当課から、

歳出及び歳入等を一気に説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 なお、委員は、今年度から紙の当初予算書を持っ

ておりません。当局職員の皆さんが説明される際に

は、説明するページを委員が開いたかどうか確認し

ながら、ゆっくり説明をしてください。よろしくお

願いします。 

 それでは、順次、説明願います。 

 財政課長から、お願いします。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、令和４年度豊

岡市一般会計予算書をご覧ください。 

 まず、３ページをお願いいたします。 

 第３２号議案、令和４年度豊岡市一般会計予算で

す。 

 第１条で歳入歳出予算の総額を、４５８億６，０
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００万円と定めています。 

 第２条では債務負担行為、第３条では地方債につ

いて、限度額等をそれぞれ定めております。 

 第４条では一時借入金の借入れの最高額を、６０

億円と定めています。 

 第５条は、歳出予算の流用ができる場合を定めた

もので、給料、職員手当、共済費に係る予算に不足

が生じた場合は、同一款内での各項款の流用をお願

いするというものでございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 第２表、債務負担行為でございます。 

 全部で６事項につきまして、限度額２，７８５万

３，０００円を計上いたしております。 

 １０ページ、１１ページをご覧ください。 

 第３表の地方債でございます。 

 全部で２６事業になります。総額で１１ページ、

一番下ですけれども、２８億４９０万円を計上いた

しております。 

 続きまして、資料ファイルをご覧いただきたいと

思います。資料ファイルのＲ０４０３、資料ナンバ

ー４、一般会計予算説明資料というもので説明をさ

せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） 待ってくださいよ。 

○財政課長（畑中 聖史） 資料ナンバー４、一般会

計予算説明資料でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 出しましたか。出しまし

たね。 

 はい、どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） まず、３ページから７ペ

ージまでが給与費明細ということで、午後から人事

課のほうが説明をさせていただくことになります。 

 ８ページをご覧ください。 

 こちらは一般会計の債務負担行為の調書という

ことで掲載をいたしております。これまでに過去、

議決をいただいております１０９事項、全部でござ

いますけれども、これらを掲載いたしております。 

 １４ページをご覧ください。 

 １４ページ下段、一番下、計の欄がございます。

中央のやや右の列の当該年度、２０２２年度以降と

いうことですけれども、その支出の予定額の計は４

８億７，６０６万７，０００円といたしております。 

 １５ページは先ほど申し上げました、当該年度の

債務負担行為ということでございます。 

 １６ページ、１７ページをご覧ください。 

 地方債現在高の見込みに関する調書というもの

でございます。 

 １６ページの一番右の列の最下段、前年度末とあ

りますけれども、つまり２０２１年度、今年度末の

現在高見込額の合計を記載しております。４６９億

７，０３３万３，０００円となっております。 

 それでは、１７ページの一番左の列の合計欄、当

該年度中ということですけども、２０２２年度中の

起債の見込額は、先ほど申し上げました２８億４９

０万円、その右が２０２２年度中の元金の償還見込

額ということでございます。６１億５，１９４万２，

０００円、さらに、その右の欄が２０２２年度末の

現在高見込額ということで、４３６億２，３２９万

１，０００円となっております。 

 １８ページ、１９ページをご覧ください。 

 ２０、２１ページまで、４ページになりますけれ

ども、歳入の概要ということになっております。 

 まず、１８ページの一番上の段、市税につきまし

ては、６．８％、６億７１２万７，０００円の増と

見込んでおります。 

 それから、７、地方消費税交付金ですけども、１

８億９，０００万円としておりまして、１億５，１

４４万５，０００円の増加としております。今年度

の決算見込額を考慮して、このような数字といたし

ております。 

 次に、１２の地方交付税ですけれども、本市で一

番大きな財源となっております。１６６億３，００

０万円といたしておりまして、今年度と同額です。

普通交付税、特別交付税とも今年度と同額といたし

ております。 

 ２０ページ、２１ページをお開きください。 

 中段辺りに１９の寄附金がございます。ふるさと

納税が好調でございまして、２０２１年度末の実績

見込みを踏まえて、１億９，３００万円の増加とい
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うふうにいたしております。 

 その下の繰入金ですが、主な内容欄、右側の１行

目に、２１ページ、財政調整基金が１４億７，５９

３万７，０００円といたしておりまして、このうち

一般財源の収支不足分としましては、１４億円の繰

入れといたしております。 

 その段の左側の一番下、地域振興基金ですけれど

も、５億２，９００万４，０００円ですが、このう

ち４億９，０４３万５，０００円がふるさと納税の

活用分ということになっております。 

 さらに、その右ですけれども、公共施設整備基金

１億７，７４０万円は、旧大森小学校の解体、それ

から、新文化会館整備、出石庁舎の長寿命化等に充

てるため、繰入れを行っております。 

 ２３の市債ですけども、２１億６００万円、４２．

９％と大幅な減となっております。このうち、主な

内容欄の左側、一番下に臨時財政対策債がございま

すけれども、これが地方財政計画を考慮いたしまし

て、１１億４，６００万円の減といたしております。 

 続きまして、２２ページ、２３ページをご覧くだ

さい。 

 歳出の主なものをご説明いたします。増減が大き

いものについて、ご説明をさせていただきます。 

 まず、２の総務費です。専門職大学連携推進事業

費、それから、子育て支援総合拠点等整備事業費の

減額によりまして、８億９，０２２万５，０００円、

１１．５％の減としております。 

 次に、その下ですけども、３、民生費です。障害

者（児）自立支援給付事業費、乳幼児等医療費助成

事業費、市民交流広場及びこども広場管理費などの

増額によりまして、４億３，１６９万８，０００円、

３．３％の増となっております。 

 次に、２４ページ、２５ページをご覧ください。 

 一番上、７の商工費ですけれども、玄武洞公園整

備事業費の減額などによりまして、２億８１０万７，

０００円、１７．３％の減となっております。 

 次に、９の消防費ですけども、高機能消防指令セ

ンター整備事業費の減などによりまして、７億１，

２４５万５，０００円、３０．９％の減となってお

ります。 

 次に、１２、公債費ですけれども、兵庫のじぎく

債の満期一括償還が終了するなどによりまして、５

億８，３１１万４，０００円、８．４％の減となっ

ております。 

 ちょっとめくっていただきまして、３０ページを

ご覧ください。 

 ３０ページから、３２ページまでになりますが、

新年度の投資的経費の一覧を記載いたしておりま

す。 

 ３２ページの最下段ですけれども、普通建設事業

費の合計額は４１億６，７１３万７，０００円とし

ております。前年度比で１９．２％の減ということ

になっております。 

 ３３ページですけれども、一般会計地方債の内訳

ということでございます。 

 主な起債の種類でございますが、一番下の合併特

例債２億５，９１０万円を予定いたしております。

この当初予算編成後で合併特例債ですけども、約６

億９，０００万円残っているというような状況でご

ざいます。 

 概要につきましては、以上でございます。 

 続いて、財政課分の説明をさせていただきます。 

 まず、一般会計の予算書のほうに戻っていただき

まして、財政課分、まず９１ページをご覧ください。

一般会計予算書の９１ページでございます。 

 よろしいでしょうか。上から２つ目にあります事

業で、土地管理費でございます。６，８２５万５，

０００円とありますが、このうち６，７９４万９，

０００円が財政課の所管分でございます。 

 その中で、十数行下がっていただきますと、解体

工事費４，８００万円というのがございますが、先

ほどちらっと申し上げました、公共施設整備基金を

充当して行います、竹野の旧大森小学校を解体する

経費となっております。 

 また、業務委託料がその上にありますけれども、

業務委託料のうち市有財産売却支援業務というの

がございますが、これにつきましては、土地等の売

却につきまして、専門的知識を有する業者に委託を
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行おうというものでございます。 

 あわせて、市有財産の売却に向けての不動産鑑定

手数料や測量業務委託料も計上をいたしておりま

す。 

 それから、ざっと飛んでいただきまして、３４４

ページ、３４５ページをご覧ください。 

 まず、真ん中の段ですけれども、公債費がござい

ます。公債費の３４５ページのほうで、市債元金、

利子がございます。 

 まず、市債元金ですけれども、２０２２年度は６

１億５，１９４万２，０００円ということで、前年

度と比較いたしまして、５億２，８４１万８，００

０円の減といたしております。 

 その下の市債利子ですけれども、市債利子につき

ましては、約定に基づくものを計上いたしておりま

して、新規発行予定の起債につきましては、利率を

０．４％と見込んで計上いたしております。 

 次に、その下の段で、土地取得費でございます。

土地購入費、土地開発基金用地ということで、２，

９８１万６，０００円計上いたしております。これ

は、竹貫の太陽光発電の売電収益を財源に、土地開

発基金から用地を買い戻すというものでございま

す。 

 これによりまして、約２，０００平米の買戻しが

できることとなりまして、買戻しを開始したのが、

平成２７年度、２０１５年度からになりますけれど

も、これの累積で約５６％の用地が買戻しができる

ということになります。 

 続きまして、歳入のほうをご説明させていただき

ます。 

 また、２０ページに戻っていただきたいと思いま

す。予算書の２０ページでございます。 

 ３段目になりますけれども、地方譲与税から、こ

れが２７ページまでずっと続きまして、２６ページ、

２７ページになりますけれども、２段目の交通安全

対策特別交付金、ここまでが財政課の所管というふ

うになっております。 

 譲与税ですとか各種交付金につきましては、それ

ぞれ今年度、２０２１年度の決算見込みと２０２２

年度の国の地方財政計画における対前年の伸び率

から推計いたしまして、予算を計上いたしておりま

す。 

 地方交付税、臨時財政対策債、そして、財政調整

基金繰入金につきましては、先ほど、概要で説明し

たとおりでございます。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、安藤議会事務局

次長。 

○事務局次長（安藤 洋一） 議会事務局関係分につ

いて、主なものを説明させていただきます。 

 歳出からご説明いたします。予算説明書の７９ペ

ージをお開きください。 

 右側の説明欄によってご説明をいたします。 

 まず一番上の人件費ですが、議員の皆さんに係る

ものといたしまして、２行目の議員報酬、それから、

少し下のほうになりますが、議員期末手当、議員共

済組合負担金、非常勤職員公務災害補償保険料で、

合計１億８，１５７万円となります。令和３年度と

比較いたしまして、２５９万７，０００円の減額と

なっております。 

 主な要因といたしましては、議員期末手当が減額

となっております。 

 次に、中段辺りになりますが、議会管理費です。

今年度と比較いたしまして、２６万２，０００円の

増額となっております。 

 この主な要因といたしまして、来年度、令和４年

度は兵庫県市議会議長会の豊岡市が会長市に当た

ることから、随行旅費分が増額となり、普通旅費が

増額していることが主な要因でございます。 

 また、議会運営活動費でございますが、令和３年

度と比較しまして、２４万８，０００円の増額とな

っております。 

 先ほど申し上げました理由と同様で、兵庫県市議

会議長会の会長市に当たることから、会議等への出

席に係る費用弁償が増額していることが主な要因

です。 

 また、毎年、開催予定であります、全国市町村交

流レガッタが、来年度につきましては、茨城県の潮
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来市で開催がされる予定でございます。そちらのほ

うの参加旅費につきましても、費用弁償に計上して

おります。 

 説明のほうは以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、山口秘書広報課

長、どうぞ。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） それでは、秘書広報

課の関係予算について、ご説明申し上げます。 

 まず、歳出について、一般会計予算書の８３ペー

ジをご覧ください。 

 中段、少し下の秘書渉外費でございます。総額は

７１８万９，０００円です。ノートパソコンの更新、

その他により前年度比２２万７，０００円の増とな

っております。 

 次に、下段の表彰栄典費でございます。功労者表

彰や感謝状贈呈のための経費であり、総額６５万２，

０００円と前年度から増減はございません。 

 次に、８７ページをご覧ください。 

 下段の広聴広報事業費でございます。これは、市

広報等発行や市ホームページの管理のための経費

でございます。総額２，５１５万６，０００円で、

前年度比１万１，０００円の微減となっております。

事業内容に特に変更はございません。 

 次に、９３ページをご覧ください。 

 最下段の国内交流推進事業費でございます。姉妹

都市である上田市が出石まつりにお越しになる際

の対応経費であり、総額１１万３，０００円で前年

度から増減はございません。 

 次に、歳入について、６５ページをご覧ください。 

 最下段の雑入のうちの広告料でございます。前年

度に比べまして、広告枠を市広報のほうで１枠減ら

し、市ホームページのほうで２枠増やしております

が、総額では２１４万８，０００円と前年度からの

増減はございません。 

 秘書広報課につきましては、以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、井上政策調整課

長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 政策調整課関連予算

のうち、行財政改革以外の主な部分について、ご説

明いたします。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 まず歳出についてですが、２枠目の上から６行目、

企画調整費３，５６３万１，０００円です。このう

ち、３，２４０万９，０００円が但馬広域行政事務

組合への負担金で、県派遣職員人件費、市町派遣職

員給与負担金等に充当されています。ここが主なも

のでございます。 

 その他につきましては、関係自治体の連携ですと

か、国県要望等への負担金、それから、定住自立圏

ビジョン懇談会等に係る費用でございます。 

 続きまして、１２２ページ、１２３ページをお願

いいたします。 

 地方創生推進事業費のうち、政策調整課分で、多

文化共生推進事業費、一番下の枠になります。すみ

ません、一番下の枠になりますが、多文化共生推進

事業費８１１万２，０００円です。今年度、多文化

共生推進プランを策定しました。このプランを推進

するため、（仮称）多文化共生推進会議を設置する

とともに、外国人市民の意見を聞くため、ワークシ

ョップ等を開催します。これに伴う報償費や会議費

を予算化しています。 

 次の１２５ページになります。 

 また、アイティ４階の子育て支援総合拠点、ＷＡ

ＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡを中心に、外国人市民相談

会交流事業、研修会等を開催する費用として、１２

５ページの上から８行目の業務委託料５０万円と

会場借り上げ料５万１，０００円を計上しておりま

す。 

 継続事業としては、市役所窓口等で使用する映像

通訳、多言語翻訳アプリの利用料、各種申請書類を

多言語化するための翻訳料、市の検診等での通訳業

務の謝礼、外国人支援団体、２団体への活動補助金

を予算化しております。 

 続きまして、歳入でございます。４０ページ、４

１ページをお開きください。 

 下から３つ目の枠、地方創生推進交付金１億７９

０万円です。前年対比５６５万円の減です。今年度

で交付対象期間が終了する事業が１事業あります。
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これに代わる新たな事業を１事業、それから、継続

の２事業、合わせて３事業について、国のほうに申

請をしております。 

 継続の２事業は、深さを持った演劇のまちづくり

事業、これは城崎国際アートセンター事業ですとか

演劇祭、非認知能力向上事業等をパッケージで１０

事業ほどまとめたものでございます。 

 もう一つの継続事業が、豊岡の基盤産業の強化と

人材の育成確保事業で、海外プロモーションですと

か創業支援事業をパッケージにしたものです。 

 新規の事業としては、多用な人々が活躍する機会

の創出事業、ジェンダーギャップ解消事業ですとか

子育て中の女性の就労支援等、こういったものをま

とめた事業、３事業を国のほうに申請をしておりま

す。交付額は、対象経費の２分の１となっておりま

す。 

 その下の枠、地方創生拠点整備交付金でございま

す。これは、今年度、アイティ４階の子育て支援総

合拠点整備事業に充てるもので、工事の完了に伴い、

廃目とするものでございます。 

 続きまして、５４ページをお願いいたします。 

 上から２つ目の枠になります。ひょうご地域創生

交付金１，５００万円です。前年度比１，６２４万

８，０００円の減です。これは交付対象経費の上限

が７，５００万円から３，８００万円に引き下げら

れたこと、また、今年度あったコロナの特別枠が廃

止されたことに伴い、大きく減額をしているところ

でございます。 

 続きまして、７１ページをお願いいたします。 

 雑入のうち、下から１３行目になりますが、市町

日本語教育体制づくり事業補助金３１５万円でご

ざいます。これは新規の補助金で、県の国際交流協

会から補助をいただくもので、多文化共生推進事業

に充当いたします。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、次は若森政策調

整課参事、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 政策調整課所管事

業のうち、行財政改革関連分で、その中で特に前年

と比べて内容に変更があったものを説明いたしま

す。 

 ８７ページをご覧ください。 

 ８７ページ、真ん中からちょっと上、説明欄で説

明させていただきます。 

 行革推進事業費でございます。例年の行革委員会

の開催等に加えまして、今年度は市民の視点での行

政サービス向上の検討をいたします。具体的には、

市民の皆さんの意見を聞いた上で、関連部署の職員

が有識者等の意見を踏まえて、目指す姿や現状の共

有、それから、課題設定、解決策の検討を行います。

加えて、行財政改革委員会でもご検討いただこうと

思っております。この費用として、有識者への謝金

１２万円であったり、有識者に豊岡にお越しいただ

く旅費であったり、計４９万３，０００円を計上し

ております。行革推進事業費１１２万７，０００円

のうち、４９万３，０００円が、先ほど申しました、

市民の視点での行政サービス向上検討の予算でご

ざいます。 

 歳入はございません。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、続いて、正木政

策調整部参事。 

○政策調整部参事（正木 一郎） 私からは、公共施

設マネジメント推進室分の予算について、説明いた

します。 

 同じく８７ページをご欄ください。 

 上の段の枠の一番最後でございます。公共施設マ

ネジメント推進事業費、総額で７９万８，０００円

となります。 

 主なものといたしましては、職員研修を実施する

ための報償金、費用弁償、これを合わせて１０万３，

０００円となります。それから、一番最後の行でご

ざいますけれども、公共施設マネジメントシステム

の維持管理経費としまして、５９万４，０００円を

計上しております。 

 歳入につきましては、特定財源等ございません。

以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

 じゃあ、続いて、原田防災課長。 
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○防災課長（原田 泰三） 防災課予算のうち、昨年

度と比較して、大きな変更のあったものについて、

ご説明をさせていただきます。 

 まず歳出でございますが、一般会計予算書の２７

６ページ、２７７ページをお開きください。 

 ２７７ページの説明欄の中段辺りに人件費がご

ざいます。委員報酬といたしまして、消防団員１，

９４０人ということで、７，０２８万２，０００円

という額でございますが、これは１，３８８万７，

０００円増になってございます。これは非常備消防

費のほうで、出動手当というのを予算措置をしてい

たのですが、国の指示によりまして、これが報酬の

ほうになるということになりましたため、こちらの

ほうで計上しておるものでございます。 

 同じくこの２７７ページの説明欄の下から十数

行目ぐらいですね、非常備消防事業費というのがご

ざいます。２億１，９３４万円ということでござい

ますが、こちらにつきましては、前年度と比べまし

て３，８３３万１，０００円の減というふうになっ

てございます。 

 ちょっと内訳を説明させていただきます。２７８、

２７９ページをお開きください。 

 まず、上から４行目に投資委託料というのがござ

います。６３０万円でございますが、これにつきま

しては、次年度、日高の１１分団と１４分団、それ

から、出石の８分団、こちらのほうの消防車両を更

新をすることとしておりまして、いずれの車両も現

在の車両よりも大きくなります。その関係で、現在

の車庫では車両が格納できないというようなこと

もありますし、あと消火や水防資機材なんかの保管

場所なんかもある程度確保しないといけないとい

うことから、消防車庫の更新に伴って、必要となる

車庫の設計監理委託料となります。 

 同じく、その５行下のほうにございます、整備工

事費でございますが、こちらにつきましては、先ほ

ど申し上げました３つの車庫の整備工事費という

ことになります。いずれも、日高の１１分団、伊府、

１４分団、芝、それから出石の８分団、丸中、いず

れも区の公民館から近い場所にあり、整備をする予

定にしております。 

 その下に事業用備品というのがございます。こち

らにつきましては、消防ポンプ自動車、今言いまし

た出石の８分団、１台、それから、小型動力ポンプ

積載車の２台、日高１１、１４に加えまして、あと

小型動力ポンプにつきましても、竹野の２分団と５

分団、それから、日高の１８分団ということの更新

をするものによるものでございます。前年度に比べ

まして、消防ポンプ自動車の購入予定台数が１台少

ないので、２，１５２万７，０００円ほど減となっ

ております。その他につきましては、例年と変わっ

ておりません。 

 同じく２７９ページ、説明欄のところの中段辺り

に防火水槽整備事業費というのがございます。 

 ３，６４０万円ということでございますが、前年

度に比べましたら１，９４０万円減となってござい

ます。こちらにつきましては、前年度、防火水槽用

地として、市街地の豊岡図書館本館のところに防火

水槽を整備した際の車庫用地の購入がありました

ので、その分が減っているというようなことでござ

いますが、新年度につきましては、日高町の竹貫と

出石町の鳥居に各１機ずつ整備を予定しておると

ころでございます。 

 同じく２７９ページの下から８行目、一番下の枠

でございますが、水防事業費３５５万３，０００円

がございます。これにつきましては、前年度に比較

しまして、２８９万５，０００円増になってござい

ますが、主なものといたしまして、修繕料で、日高

の西芝の水防倉庫の屋根の大規模修繕がございま

すのと、あと今現在、川のすぐそばに設置してござ

います、神美の水防倉庫なんですが、こちらにつき

ましては老朽化もありますし、もう少し安全な場所

で土のう作製なんかの水防活動ができるようにと

いうことで、神美地区のコミュニティセンターの近

くに移転更新をするというようなことで、費用が２

００万円上がっているというものでございます。 

 続きまして、２８０ページ、２８１ページをお開

きください。 

 ２８１ページの説明欄の中段辺りに災害対策事
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業費がございます。２，２３４万円ということでご

ざいますが、このうち、防災課の所管予算額は１，

５６２万円となります。これは、前年度と比べまし

て８１８万９，０００円の減となってございますが、

この主な理由は、もう間もなく、また配布というよ

うなことになろうかと思いますが、防災マップの作

成というのがありました分が、新年度ないというよ

うなことで、その分が減額となっておりますが、一

方で、ちょうどすぐその下のほうに、業務委託料と

いうようなとこがございますが、本年度、防災マッ

プが完成する、その防災マップを地域単位で啓発に

つなげるために、Ａ０サイズ程度の地区単位の想定

最大規模、それから、計画規模の２種類の防災マッ

プを掲示用だったりとか、出前講座用だったりで作

成をして、啓発に活用したいというようなものが入

ってございます。 

 同じく、すみません、下から７行目ぐらいにあり

ますが、避難促進事業費補助金というのがございま

す。この６５万１，０００円につきましては、次年

度もまた、今年度同様に災害リスクの特に高い区域

にお住まいの方で、一般の避難所に行きづらいとい

うような事情のある方で、なおかつ、その方が避難

行動の個別支援避難計画というのがまだできてな

いというような方もあるというようなことがある

ために、そういった方を対象に、ご本人さんと付添

いの方１名を対象に、ホテルへの避難というような

ことの促進を図っていくためのモデル事業として、

また今年も取り組みます。 

 ちなみに、今年度につきましては、１度、土砂災

害の関係で８月頃にあったわけですけども、避難す

るには至らないような災害であったために、登録は

してくださったんですけど、利用はなかったという

ような現状がございます。 

 それから、同じく２８１ページの今説明しました、

避難促進事業の次でございますが、防災行政無線管

理費でございます。 

 こちらはデジタル化した防災行政無線の戸別受

信機の受信不良時のアンテナ設置や親局、中継局等

のシステムの保守点検なんかの費用となりまして、

大きな変更はございません。 

 同じく２８３ページの説明欄のところ、真ん中辺

りをお開きください。 

 真ん中辺りに、ちょうど自主防災育成対策事業費

がございますが、こちらにつきましても、自主防災

組織が行う消防防災に係る資機材の整備だったり

とか、あと持ってらっしゃる防災用車両というんで

すかね、そういったものの車検費用を補助するもの

でして、これも大きな変更はございません。 

 それから、その下のほうに避難所充実事業費とい

うのがありますが、こちらにつきましても、市で最

低限、避難所に備蓄しておく非常食だったりとか、

水だったりとか、こういったものの備蓄につきまし

て、更新をするというようなもので、こちらにつき

ましても内容的には変更はございません。 

 続きまして、歳入のほうでございます。 

 ７４ページ、７５ページをお開きください。 

 ちょうど一番下から２つ目の消防債という枠が

ございます。そちらに消防防災施設整備事業債とい

うことで、ポンプ自動車、防火水槽、消火栓、消防

施設というようなことで、こちらが防災課の所管と

いうふうになってございます。 

 防災課からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、宮﨑税務課長、

どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） それでは、１１７ページ

をお開きください。 

 １１７ページの一番下の欄です。還付金及び返納

金です。昨年度に比べまして、１，０３０万円の減

となっております。これは、昨年度はコロナの影響

で、特に法人市民税の還付に備えて増額しておった

ものなんですが、今年度の実績を見てみますと減少

してきましたので、来年度は減額といたしておりま

す。 

 引き続きまして、１４１ページをご覧ください。 

 中ほど税務総務費については、昨年度と大きな変

更はございません。 

 その下の欄です。賦課徴収事務費です。賦課徴収

に関わるシステムの管理費、負担金等でございます
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が、この部分につきましては、昨年度に比べまして

３，６６１万８，０００円の増額となっております。 

 主な新規分を説明いたします。 

 その欄の７番目、手数料という欄がございます。

手数料につきましては、１６６万円の増となってお

ります。その一番大きなものは、相続財産管理人選

任申立てに関わる経費を１５０万円計上いたして

おります。これは、相続人が不在となりまして課税

できなくなった不動産について、相続財産管理人を

選任し、資産の処分により売却代金から市税を徴収

しようとするものでございます。 

 続きまして、その２つ下の保守点検委託料の中で

新しいものは、ページをめくっていただきまして、

１４３ページ、上から２つ目の預貯金等照会システ

ム保守点検でございます。 

 金額的には６万６，０００円なんですが、ほかの

予算項目にも経費が計上しております。これは、滞

納整理をするに当たりまして、財産調査、預金調査

を金融機関にかけます。これまでは文書でかけてお

ったんですが、オンラインでかけることにするため

の経費でございます。金融機関のほうからもオンラ

インでというような要請もございますし、紙で行う

場合より経費が効率化できるというような点で導

入を計画いたしております。 

 次に、業務委託料です。業務委託料につきまして

も、３，０７１万５，０００円の増額となっており

ます。 

 その主なものです。上から４つ目の滞納システム

改修業務以下が新しいものでございます。滞納整理

システム改修業務につきましては、先ほど説明しま

した預貯金等の照会システム導入に伴う改修費が

６１万６，０００円、それから、国が進めています

税の納付手続の電子化の一環、ＱＲコードに対応す

るための改修費２１６万７，０００円を計上いたし

ております。 

 次に、基幹システム改修業務につきましては、２，

５１３万７，０００円を計上いたしております。内

容につきましては、これも国の動きに追従するもの

でございまして、地方税共通納税システムの対象税

目拡大に係ります基幹システムの改修費でござい

ます。 

 それ以外に、軽自動車税のワンストップサービス

ということも全国的に進められておりまして、そち

らに関する基幹システムの改修費もこちらに計上

いたしております。 

 続きまして、住民税申告書作成等システム導入業

務でございます。金額的には３３万円でございます。

これは、市県民税の申告につきまして、インターネ

ットで計算をしていただいて、ｅ－Ｔａｘのように

自動的には申告できないんですけど、計算して申告

書を作成して、郵送していただけるというようなシ

ステムの導入を計画いたしております。 

 続きまして、システム設定業務につきましては、

基幹系のパソコンが更新されるのに伴いまして、申

告支援システムのクライアント設定を行う経費で

５２万７，０００円でございます。 

 次、法務局連携システム機能強化業務につきまし

ては、自治体のほうが基幹システムの共通化、標準

化を計画しておりまして、その準備作業ということ

になります。登記データと課税データの突合をさせ、

不整合な箇所について、事前に必要な処理を行うた

めのもので、１０９万３，０００円を計上いたして

おります。 

 次に、実地調査補助資料作成業務でございます。

こちらは、固定資産税の土地家屋の実地調査の一環

として、地図作成会社に土地の現況変更、新築家屋

の把握を委託するもので、２０２２年度は城崎、竹

野地域を対象としております。金額は４９万３，０

００円でございます。 

 次に、ＯＡソフト借り上げ料、こちらにつきまし

ては２２９万７，０００円の増となっております。

内容につきましては、滞納整理システムのリース料

１５１万８，０００円と先ほど説明しました預金等

照会システム関連の使用料７７万９，０００円を計

上いたしております。 

 それから、２つ飛びまして、クラウド使用料とい

うのがございます。こちらにつきましては１６万５，

０００円、新規でございます。こちらは先ほど説明
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しました、住民税申告書作成等のシステムの使用料

でございます。 

 その欄の一番下、固定資産税評価替え事業費につ

いて説明いたします。 

 評価替えにつきましては、３年ごとで、今年度は、

２０２２年度はその３年ごとの２年目に当たりま

す。経費的には一番大きな経費が係る作業を行うこ

とになります。土地鑑定評価を行いまして、土地鑑

定評価が４，６７０万８，０００円でございます。 

 そのほかに、２０２２年度の標準宅地の時点修正

等の経費も計上いたしておるところでございます。 

 それでは、歳入に移ります。 

 １８ページ、１９ページをご欄ください。 

 市税につきましては、先ほど説明がありましたと

おり、６．８％の増額でございます。要因といたし

ましては、昨年度、リーマンショックを参考に大幅

減を見込んでおりましたが、来年度につきましては、

今年度の実績見込みから計上いたしております。 

 税目につきまして、増減率を中心に説明をさせて

いただきます。 

 個人市民税につきましては、９．９％の増、それ

から、法人市民税につきましては、３８．５％の増

です。固定資産税につきましては、１．８％の増、

固定資産税につきましては、昨年度、コロナ減免と

いうものがありました。そちらが大きな減額要素で

したので、コロナ減免終了に伴い増額となっており

ます。自動車税につきましては、３．１％の増、台

数にはあまり変わりはないんですが、１３年経過後、

税率が高くなります重課税、重課の台数が増えてい

るということで、金額的には増額を見込んでおりま

す。 

 たばこ税につきましても１１．０％の増です。こ

れも本数的には微増なんですが、１本当たりの、税

制改正、単価が上がっている関係で少し伸びている

と。全国的な状況を勘案しながら、計上させていた

だいているところでございます。入湯税につきまし

ては、昨年度と変わらずです。コロナ前が２０１９

年決算が１億２，７００万円程度でしたので、４

０％減ということで、引き続き減額ということで見

込んでおります。 

 そのほか、滞納繰越分が昨年度より大きく減にな

っています。これにつきましては、昨年度、徴収猶

予で次年度に送った分が多かったんですが、今年度

から来年度に送る分については、徴収猶予が大きく

減額となっていますので、滞納繰越分については減

額となっております。 

 そのほかの収入につきましては、昨年度と大きく

変わりありません。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、井﨑消防本部次

長、どうぞ。 

○消防本部次長（井﨑 博之） ２７３ページをご覧

ください。 

 消防本部の予算につきまして、新規事業や前年度

から大きな変更があった事業について、ご説明をさ

せていただきます。 

 まず、中ほど上にあります、常備消防費の職員研

修費でございます。新規採用者を兵庫県消防学校初

任教育へ入校させる経費が、前年度の３名から６名

に増えたため増額をしております。中ほどにありま

す一般管理費の消耗品費につきましても、新規採用

者の被服費等を増額するものでございます。 

 ２７５ページをご覧ください。 

 上段にあります、高度救急活動事業費の事業用備

品は、高度救急処置訓練人形を更新するものでござ

います。 

 中ほど下にあります、消防装備管理費の修繕料に

つきましては、今年度実施しました豊岡消防署配備

のはしご付消防自動車のオーバーホールが完了し

たため、減額するものでございます。 

 また、事業用備品につきましては、豊岡消防署に

配備しております救命ボート１艇を更新するもの

でございます。 

 その下の情報通信設備管理費ですが、高機能消防

指令センター更新に伴い、２０２２年度は保守点検

委託料が不要となることから減額をしております。 

 また、電子地図データの使用料が不要となるため、

データ使用料の項目を削除しております。 

 ２７７ページをご覧ください。 
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 一番上にあります、消防庁舎管理費の修繕料につ

きましては、経年により不具合が生じております出

石分署及び竹野出張所の車庫のシャッターを修繕

するものと日高分署、出石分署及び竹野出張所の非

常用発電設備の蓄電池を更新するものでございま

す。 

 ２７９ページをご覧ください。 

 中ほど下にあります、日高分署消防設備施設整備

事業費につきましては、日高分署に配備しておりま

す消防ポンプ車を更新するものでございます。 

 続いて、歳入について、ご説明をいたします。 

 ７５ページをご覧ください。 

 下から２つ目の枠にあります消防債です。消防防

災施設整備事業債、消防ポンプ自動車のうち、５，

７５０万円につきましては、日高分署消防ポンプ自

動車を更新するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 ちょっと早いですが、ここで分科会を暫時休憩し

ます。再開は２５分、１０時２５分。 

午前１０時１８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時２５分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） 時間になりましたので、

分科会を再開します。 

 既に説明は終わりましたので、これから質疑に入

ります。 

 質疑はありませんか。あまりにも広いので、なか

なか出しにくいでしょうが、どなたからでもどうぞ。 

 はい、どうぞ、太田さん。 

○委員（太田 智博） おはようございます。 

 １点確認の意味で、ちょっともう一度説明をして

いただきたい点がございます。資料の２８１ページ、

下から数行目に避難促進事業費６５万１，０００円

のご説明あったかと思うんですけど、一応理解をす

る意味を込めまして、もう少し、もう一度説明お願

いできませんでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） この避難促進事業という

のは、いわゆる避難行動要援護者と呼ばれる方々の

中でも、特に例えば河川沿いとか山沿いにお住まい

の方であって、なおかつ一般的な避難所にはちょっ

と行きづらいというような方があるのではないか

というようなことがありまして、その方と、それか

ら、その付添いの方ということで２名ということに

なるんですけども、その方を対象に、１度ちょっと

モデル事業で、こちらのほうである程度、被災リス

クとか防災マップを見て、この方は要援護者名簿に

載ってるんだけども、実は個別支援計画というのは

できてないなと。 

 要は助けてくださいと言ってるんですけども、そ

の助ける計画ができてないという方がおられます

ので、その方をまず昨年度、実はモデル的に２０名

ほど、２１名、２１世帯というんですかね、２１名

というようなことで、市のほうでこの方は危ないん

じゃないか、この方は助けが必要じゃないかという

ことで、要援護者名簿の中からピックアップさせて

いただいて、その方に呼びかけさせていただいて、

その方に一般の避難所が難しいのであれば、例えば

ホテルであれば家族だけというか、お二人だけで過

ごせるということで、どうですかということで呼び

かけをさせていただいて、区長さんとかにも非常に

お世話になりまして、その方の意向を確認していた

だいて、ああ、それだったらありがたいなというこ

とで、避難しますって言ってくださった方が、実は

その２１世帯中１５名ほど対象の方で、手を挙げて

くださいました。 

 その方を、いわゆるこのモデル事業の登録者とし

て登録をして、今言いました２人分のホテル代と、

それから、移動で多分介護タクシーとか普通のタク

シーでも行けるかもしれませんけど、そういった方

の移動用ということで、３，０００円ということで、

２泊分を確保したというようなことで、去年は実は

２災害ぐらい、もしかしたらあるのではないかとい

うことで、もう少し金額大きかったんですけども、

先ほどもちょっと触れましたけど、８月中旬にあっ

た土砂災害の危険を伴う大雨というようなことが

ありましたので、そのときに、もしかしたら対象災
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害ですので、いわゆる自主避難所の開設というよう

なことをしましたので、避難されるかなというよう

なこともあったんですけども、特段、その方々から

は、一瞬の出来事というか、次の日の朝ぐらいまで

の話だったので、もう家の２階におるわというよう

なことで、大丈夫だったというようなことから、登

録はしてくださったんですが、利用はなかったとい

うことでございます。 

 今年については、１災害なのか、１泊なのかとい

うのは、その辺の運用は難しいところでもあるんで

すけども、ちょっと少し金額は減りましたけども、

引き続きモデルケースということで、対象の方を限

定して、その事業を進めてまいりたいというような

内容のものでございます。以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかの方、どうぞ。 

 はい、どうぞ、田原さん。 

○委員（田原 宏二） よろしくお願いします。 

 ２７９ページなんですけども、消防車両、日高１

１分団、１４分団、出石８分団、消防車の更新とい

うことでお伺いしました。 

 消防車が大きくなっておるということなんです

けども、現場としては、大きいとすごい狭いところ

に入りづらいということがあるかと思うんですが、

この消防車はもう車自体が大きい仕様になってお

るのでしょうか。ちょっとそこをお願いします。 

○分科会長（村岡 峰男） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 出石の場合は、まず８分

団と言いましたけども、もともと、いわゆる積載車

というのがメインだったんですけども、平成２９年

度に消防団のほうから、やはり水量の確保だったり、

いろいろ難しい問題があるので、性能のもっといい

やつをというようなことで、ポンプ車にしてほしい

というような要望を消防団のほうから受けまして、

以降、出石で更新をする場合は消防ポンプ車のほう

に切り替わっております。その関係で、それまでの

積載車に比べて、どうしても大きくなりますのでと

いうようなことで、ちょっとこういった状況でござ

います。 

 一方、日高につきましては、出石のように、例え

ばポンプ車にしてほしいというようなご要望では

なくて、あくまでも、今、田原委員おっしゃられた

ような、そういったことを多分考慮されて、引き続

きポンプ付積載車というんですかね、そういったも

のの整備をと考えておられると思うんですけど、こ

の積載車につきましても、やはり機能強化といいま

しょうか、そういった面で大きくなってるというの

が現状でございまして、そういったことから、今回

の予算要求になっているということでございます

が、基本的に、今言いましたように、何かこの消防

団のほうから、そういったことでポンプ自動車にし

てほしいんだ、逆に言ったら、ポンプ自動車からそ

ういった地域性を考えて、小さくしてほしいんだと

いうようなことがあれば、それはもう柔軟に対応さ

せていただいているというのが現状でございます。

以上でございます。 

○委員（田原 宏二） 分かりました。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（田原 宏二） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、ほかに。 

 はい、どうぞ、前田さん。 

○委員（前田 敦司） よろしいですか。 

 今日の説明では、ちょっといろいろ細かなところ

は教えていただいたんですけど、システム関連の予

算が結構組まれてたのかなと思っておりまして、Ｄ

Ｘの推進というところで、もし分かればなんですが、

前回、一般質問の中でもちらちらっと出てたんです

が、ＤＸを推進することで予算を削減して、それを

ほかに充てていくみたいなビジョンを描いておら

れたように聞こえました。 

 実際に、このＤＸの推進というので、どの程度予

算が削減できるのかみたいなところが、現時点で見

込みでもあれば教えていただけたらうれしいんで

すが、いかがでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうですか。どなたが。 

 若森さん。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まず、ＤＸの推進

で予算が削減といいますのは、一般的には人がやっ

てる作業を機械にやってもらうことによって、人件
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費、要は人が減ったり、残業、時間外勤務が減る、

そういったものを想定しております。 

 今現在、どれぐらい予算が削減できるかという見

通しは立っておりません。それですね。 

 以上でよろしかったですか。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。現時点では不

明ということで、今後、めどが立つ予定とか、何か

その辺はありますか。 

 それか、もちろん新しいことなので、結構、市長

なんかも言っておられたような気がするんですが、

ここで予算を削減して、別のところを推進していく

というようなことがあったので、もしよければ、ま

た、めどが立つ時期といいますか、それぐらいが分

かれば教えていただけたらありがたいです。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） ２０２２年度、新

年度から体制を強化し、部の設置の条例も提案して

おりますし、多分、人員的にも体制を強化し取り組

んでいくこととしております。 

 ２０２２年度にやってみて、何となく感触がつか

めるかなというふうに思っております。以上です。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。じゃあ、２０

２２年度の結果で出るということで、了解しました。

ありがとうございます。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにどうぞ。 

 はい、どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 消防の関係でちょっと関連し

てでございます。 

 非常に、特に避難促進と、これは拡充が、去年モ

デルというふうなことで、コロナということもあっ

たりして、非常にそういう弱者、それも厳選された

中でホテル避難、これは非常に、そういう弱者にと

ってはありがたい制度だと思います。 

 この辺、今年はまた６５万１，０００円というよ

うなことですけども、これは、今まで登録された方

は継続、さらに広げていかれるというふうなことも

含めての予算ということで理解したらよろしいん

でしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） この事業につきましては、

今、委員おっしゃられましたように、モデル事業と

いうことで、今年も取り組みます。その原因は、昨

年、実際に災害があって、実際に利用された方がお

られたら、いろんな話が聞けるなということもあっ

たんですけども、実はありがたいことに、災害があ

まり大きなのがなかったというようなことから、利

用者がなかったということで、一旦リセットされて、

また今年も災害リスク、ほとんど今、委員おっしゃ

られた同じような方にはなろうかと思いますが、そ

の方を対象に、いま一度、またさらきでいかがでし

ょうかというようなことで、じゃあ、ここのホテル

に誰と避難するわ、どんな方法でというようなこと

を決めてくださったら、それが個別避難計画になり

ますので、そういったことの、取りあえずちょっと

検証をぜひともしないと、感触もつかめないしとい

うようなことから、継続してやりますので、同じよ

うな方にはなろうかと思います。 

 ただ、要援護者の方というのは日々、体調が変わ

ったりとかも、極端な例で言いましたら、昨年おら

れた方がみたいな方もあるかもしれません。ですの

で、やはりいま一度、そういった該当の地区のほう

にお声かけを、ご協力をいただいて、また、声かけ

をさせていただくというような方も出てこようか

と思いますし、ご本人様に、また改めてちょっとど

うですかというようなことでお声かけをさせてい

ただくというようなことで、引き続き同じような方

がなるのではないかというふうには想像はしてお

ります。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。特に

今、登録者、かなり高齢の方、また、自宅から施設、

そういう移動もあったりしますので、継続を中心に、

また、さらに広げるというふうなことで、これはよ

ろしくお願いいたしたい。 

 それと、一番気になりますのが、やはり消防団員

の、なかなか定足数、言わば高齢化というふうなこ

と、さらに竹野地域、特に南につきましては、若干
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統合されるというふうな、そういうふうな動きはこ

れからも、それが一つのモデルになってこようかな

と思います。 

 ただ、心配しますのは、どこもやっぱり人工、団

員数でございます。今回予算も当然、その分、減じ

てというふうなことになってございます。ところが、

一般質問でもありました。その中では、やはりそれ

と併せて手当という面で、今まで、これも防災監の

ほうからの答弁で、今までは何か個人に行くものが、

各分団、何か委任状で分団のそれぞれ分団長に委任

とか、分団は今度、本部に委任とか、直接行かない

というような、そういう途中で手当が個人に直接行

かないというようなことがあったわけですけども、

そういうものは、今までから当然、個人に行くべき

ものが行ってなかったと、この辺についての精査だ

ったり、いろんな声もありますけども、特に分団幹

部とかの声について、どのように声が上がっている

のか、その分のちょっと確認をさせていただきたい

と思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 今の個人支給、原則個人

支給なんですけど、今、浅田委員おっしゃられたよ

うに、分団に委任をして、分団長は団長に委任して

ということが過去の経過でございます。ですけども、

今回、実は団員報酬の国の検討会というのの目的と

いうのが、やはりこの消防団というのがいろんな活

動をなさって、非常に市としても大変ありがたいと

こですけども、やはりそういった個人支給がなされ

ないとこが結構たくさんあるというような中で、一

体全体、うちのもんは何をやっとんだいというか、

要は何ですかね、家族に理解が得られないというか、

やはり消防団でこういうふうに活動して、こういう

手当、いわゆる報酬をもらったんだというようなこ

とで、そういったものを後を支える家族の方なんか

の理解も得るためにということは、やはりそこはも

う個人支給というのはもう大前提ですよというよ

うなことの、検討会の、まず発足でございました。 

 ですので、今までの過去の歴史からいろいろと一

般質問でも出てましたけども、やっぱり消防団員さ

んの交流といいましょうか、心の交流みたいなのを

図られるというようなことは、確かに大変大事なん

ですけども、時代の趨勢とともに、やはりそういっ

たことに理解をされないという団員さんも実はた

くさんおられるということが、例えば国会なんかで

紹介されたりとかしておりますので、その辺は確か

に痛しかゆしといいましょうか、私たちも悩ましい

とこなんですけども、一方で、時代の趨勢とともに、

そういった運営に変わっていかないといけないん

ですよという示唆でもあるのかなというふうに、私

たちは考えておりまして、ここはちょっとやむない

とこなのかなというふうに思ってますので、何とか

出動手当が基準額等に近づけていけるように、何年

間かかるか分かりませんし、もしかしたら、うまく

というようなことの財政の措置といいましょうか、

地方交付税の措置なんかもしっかりされるという

ようなことがあれば、すっといくかもしれませんし

というようなところが、今後、検討課題なのかなと

思ってますが、防災課としては、やはり少しでも近

づけていけるように努力をしたいなというふうに

考えております。 

 一方で、活動の負担という面も減らしてあげない

と、やはり難しいのかなというようなとこもござい

ます。以上です。 

○委員（浅田  徹） もう少し、あと２点ほど。 

 これも防災監言われてました、今のやり方ですね、

分団が一時預かってというふうに、必要経費、その

分での、非常にそのことについては、いろんな全分

団の活動であるとか、その後の人間関係を高めるよ

うな、そういうものに使われておると。それはそれ

で、そういうこともあるのかなというふうなことで、

否定はされてなかったと思うんですけど、新たに個

人にそういうものがいってしまう。じゃあ、分団と

して、今言ったような人間関係を高めたり、そうい

う中で、いろんな活動の後も、そういうふうなこと

についての費用弁償と言ったら悪いですけども、そ

ういうものについては、じゃあ、これからはそうい

う団員さんから徴収については、各分団でもうお任

せしますよということになるんでしょうかという
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のと、これも答弁されてましたけども、あくまで幽

霊団員の足切りをするための今回のそういうあれ

じゃないんだと。つまり、もうどういいますか、住

居、日中は全然もうその地域から離れて、消火活動

ができないけども、通常的なところに消防団員とし

てのいろんな点検とか、ほかにたくさんありますの

で、その辺はというふうなこともあるんですけども、

その辺が、例えば今の防災課として、いや、これは

ちょっといかがなもんかなというガイドラインと

か、そういうものは持っておられるんでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、先ほどちょ

っと漏れておりました。 

 今、委員おっしゃられました、運営がなかなか難

しいなというようなことになってくるというよう

なことは、防災監のほうからの答弁もあったかと思

います。 

 一応、運営交付金というのが一人頭７，０００円

ということで、支出させていただいておりますので、

こういったものを有効に活用していただいて、分団

の中のいろんな整備だったりとかというようなこ

と等に使っていただけるのかなというのを考えて

います。 

 一方で、先ほど言いましたように、やはり例えば

飲み会とか、そういったものについては、例えば参

加費をちゃんと徴収して参加した者が楽しむとい

うか、そういったようなことは当たり前になってく

るのかなというふうには考えております。 

 それから、あと幽霊団員の話でございますが、あ

くまでも分団の中で、さすがに、例えば少し離れた

ところに勤務してて火災に出動ができないとか、ち

ょっと例えば土日仕事してて、土日の事業は出れな

いんだというようなことは当然あると思います。そ

ういった方々が、だから、駄目なんだというふうに

言ってるのではなくて、あくまでも普通に活動され

てらっしゃる団員さんと、もし、それに近いような

方がおられるのではないかとするならば、分団の例

えば班長さんだったり、部長さんだったりとか、そ

ういった方々がどう見てもこの人と同じように、個

人のほうに支給をして、ありがとうございますと受

け取るべきもんではないんじゃないかというふう

に感じられる方という、非常に、逆に言ったら難し

いのかもしれませんけども、そういった判断でして

くださいと。 

 だから、週に１回しか出ませんとか、１年に２回

しか出てきませんとか、そういうことの回数で問う

ておるのではなくて、あくまでも分団のほうで、そ

ういった方々との、何ですかね、不公平感というか、

そういったものが明らかに違うなというようなこ

とがある方が該当するのではないでしょうかとい

うようなお話をしておるので、その辺りは理解をい

ただいているのではないかと。 

 逆にこちらから、１０回のうち何回とか、そうい

ったことでの示しというのは一切しませんし、今み

たいな、やはり活動、平素されているうちの分団の

班長さん、部長さん、副分団長さんたちが感じられ

るとこら辺から、少し厳しいですけども、判断して

いただきたいなというふうに考えておるところで

ございます。以上です。 

○委員（浅田  徹） 最後に１点だけ。 

 今回、竹野の関係で統合される。今後、やはり人

口、高齢化、さらに減少云々ということで、そうい

うのは近未来でもあり得るのかなと思ってます。 

 ただ、そうなったときに、これは消防署のほうの

公設のほうですね、それぞれ今の適正配置、それは

分署も含めてですけども、そういうことと例えば竹

野南で考えれば、森本に集約をされる。そうなりま

すと、これも一般質問等ありましたけども、例えば

椒なり三原、それぞれ大きく谷が違いますし、そこ

からでも８キロ、９キロある。つまり南に統合した

としても。さらに、言わば竹野の分室からと、公設

車両が行くといったら、もうほとんど時間的なこと

を言えば、形としては統合ですけども、実際、即、

火災のときについては、言わばなかなか対応はもう

しにくいというふうなことを思います。 

 となれば、例えば、もう地元の消防力等のアップ

になれば、既に三原なり椒なり、消火栓あるわけで

すね。多分、これ地下式だと思います。冬期とか、
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大きな地下式ということになれば、やはり鉄蓋を開

けてという、なかなか女子、高齢者ではしにくいん

でね、例えば地上式の消火栓、４０ミリぐらいをち

ょっと配置されて、そうなればホースも軽く、非常

に扱いやすい。地上に出てるものを、もうハンドル

さえ開けば消防力、つまり地元でも初期消火の対応

ができる。何が言いたいかいったら、そういうこと

を集合させるのは、僕はもうやむを得ないのかなと。 

 ところが、それに代わる、代替の施設をこれ、し

っかりやっぱり考えてほしい。そういうものを考え

ながら、地元でも何とか公設が来るまで対応できる

ボンベシリンダーもあるんだけども、そういう計画

を考えて、つまり双方でうまく統合というふうなこ

とをやっぱりやってほしいなと。ここには今回、全

然そういうのないんでね、予算云々ですから、これ

は要望として言っておきますけども、よろしくお願

いいたします。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにないですか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） ８７ページ、広報費について

教えてください。 

 広報費の中でホームページのシステム保守点検

等々が上がっておりますが、前回議会でもホームペ

ージのデザインについて、また、ほかの課の連携に

ついて話がありまして、その後、トップページを含

めたデザイン改修が行われていたと思うんですけ

ども、今後、そういったところはこの予算内で柔軟

に対応ができるのかということを教えてほしいと

いうのが１点と、もう一点、ツイッターを公式で開

始をされておられますが、これについては予算措置

の必要がなかったのかというのと、もう一つ、ほか

のＳＮＳの活用については、今後、どのような展開

があるのか、２点、お聞かせいただけますでしょう

か。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○秘書広報課参事（小野 弘順） まずホームページ

の件でございますけど、今のホームページにつきま

しては、２０１８年に大きく改修をかけたとこでご

ざいます。 

 今回、１２月議会でいろいろとこの件につきまし

てご意見をいただきまして、トップページ、いわゆ

るウエルカムページの設定をちょっとさせてもら

ったんですけど、これは以前、コロナ禍でも設定し

ておったものを、もう一回、再度、ちょっと復活さ

せたものでございます。 

 今やっておりますのは、見やすいデザインという

のも一つは大事なんですけど、やはり、１つ、今、

大きな課題になっておりましたのが、コンテンツの

整理、コンテンツがいろいろと設定をされておるん

ですけど、そのコンテンツの各ページの並びが不規

則というんですかね、ちょっと変則でございました

ので、それを重点的にさせてもらってまして、費用

をかけずに見やすくできることっていうのは結構

ございますので、まずはそこを重点的にしまして、

今後、来年度からは大交流、今度の情報戦略室とも

連携しながら、今のホームページにつきまして、ど

ういうふうな問題があるのか、再度整理をいたしま

して、もし改めて経費が必要なものがございました

ら、また、来年の予算のほうでもまた要求をさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 ２点目のツイッターの開設につきましては、これ

は全く予算が必要ございませんでしたので、あとは

こちらの体制の問題等がございましたので、それが

整いましたので、今、１月２４日に開設をしたとこ

ろでございます。 

 最後のほかのＳＮＳの件でございますけど、こち

らもやはり体制的なものがございますので、その体

制を整えてというとこなんですけど、うちといたし

ましては、ツイッターの次にはＬＩＮＥを立ち上げ

たいなというふうには考えております。 

 ＬＩＮＥといいますのは、やはり国民の８割以上

の方が使用しておられるＳＮＳでございますので、

こちらのほうも、まずはツイッターのフォロワー数、

現在４６０人ほどですかね、こちらのほうのフォロ

ワー数を重点的に上げる取組を進めていく中で、今

後は先ほど言いましたＬＩＮＥの立ち上げに向け

て、また、研究なり、検討のほうを進めていきたい

と思っております。以上です。 
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○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） ありがとうございます。 

 また、ほかの部署とも横断的に広報戦略について

は練っていただいて、発信していただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 委員長、もう一点。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） すみません、話が替わるんで

すが、予算書１４１ページに、これ、税務でしたで

しょうか、保守点検委託料が５００万円ちょっと計

上されてますけども、民間ですと、保守点検で３年

とか５年の長期契約をすると安いみたいな形があ

るんですけども、こういった特殊なシステムという

のは、そういったものではなくて、単年度での更新

というのが一般的なんでしょうか、ちょっと教えて

ください。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 税務課の保守点検につき

ましては、単年度での契約になっております。これ

が一般的かどうかといいますと、ちょっと税務課の

ことしか分からないんですが、税務課の保守点検は、

毎年更新です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） 分かりました。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（小森 弘詞） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかの方。 

 はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 消防団の関係で、今、いろん

な質問が出てましたので、私も１つだけ質問させて

ください。 

 団員の不足というのはいろんな事情があって、当

然、少子高齢化というのが大きな原因ではあるんで

すけども、消防団って古い体質がまだまだ残ってい

ると思います。そういう面で、なかなか敬遠される

というふうな面もないことはないと思うんですけ

ども、１つが報酬の取扱いだろうと思ってます。 

 以前は分団である程度の報酬やいろんな出動手

当のようなものを集めて、一緒に共同で使えばいい

というようなことで来ているんですけども、中には

そういうことに対して、要は異を唱える方も多くあ

ると思うんですけども、市として、そういう待遇改

善を進めるという意味で、そういう報酬の取扱い、

あるいは出動手当の取扱い、さらにはそういう分団

運営費の取扱いについて、一定の消防団への自主性

は尊重せんならんと思いますけれども、市として何

か方針を定めてやろうとされているのかどうか、そ

こら辺について、お考えをお聞きしたいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 今のところ、例えば報酬

だったり、出動報酬、それから年報酬、そういった

ものが個人支給をするということになります。その

関係で、個人支給ですので、それについてはこれか

ら進めていくわけですけども、特に例えば運営費、

先ほど１人７，０００円というようなことで支給を

させていただいてるというようなことなんですけ

ども、こちらも必要ないろんなもの、もちろん大き

いものだったり、必要なものというのは市のほうで

頑張って予算要求をしていくというようなことに

なるんですけども、それから漏れるようなものをい

ろいろと支援してもらうために使ってくださいと

いうようなことでは、お支払いはしてるんですけど

も、今のところ、そういった支出等につきまして、

防災課のほうでちょっと方針を定めるというよう

な話というのは、今のところ、したことはないです。

以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 団員報酬と、今回、出動手当

が出動報酬になるんですけども、報酬ですから源泉

徴収についてどんな取扱いになってますか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ、答弁。 

○防災課長（原田 泰三） まず、出動手当から報酬

になるというものにつきましては、まだ、聞くとこ

ろによると、国のほうでそれに課税をするというよ

うなことの話が決まってはないというようなこと

のようでございます。 

 一方で、年報酬のほうにつきましては、これまで

からある程度の金額から上の、例えば副分団長以上、
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分団長以上とかなりましたら課税をしてというよ

うなことにはなっております。 

 ただ、年額、そこまで至らないような方というの

は、団員さんとか班長さんとかっておられますので、

その方々については、非課税だったかと思います。

以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 出動報酬は本来費用弁償に該

当すると思われるんで、できれば源泉とかにならな

いようにしてほしいんですけども、さっき団員報酬

で金額っておっしゃったんですけども、金額って具

体的には幾らぐらいですかね、その境界線っていう、

ざっとでいいです。副分団長以上、分団長以上ぐら

いが課税になる。 

 分からなかったらいいです、後で。 

○分科会長（村岡 峰男） いや、分かるかな。 

 はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） ちょっと今、すみません、

分からないんですけども、確実に団員とか班長クラ

スの方というのは課税はされてないんですけども、

副分団長だったか、から上につきましてはなってる

というようなことでございますし、先ほどの報酬に、

出動の手当につきましては、それを報酬とするとい

うようなことになりますので、最初の頃ずっと課税

になりますよみたいな話もあったわけですけど、今

現在、ちょっとまだ正式な回答というのはいただい

てないところでございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 後で、じゃあ、また分か

れば。 

 はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） いずれにしても、消防団の団

員が不足するということを何とか回避するために

も、消防団自らの改革といいますか、そういうのも

必要だと思いますので、ぜひ、あまり自主性を損な

わないような、いろんなやり取りがあると思います

けれども、そういうことを十分留意をしていただき

たいと思います。 

 それから、次に質問ですけども、行革です。ご説

明では、市民の視点を取り入れた方法を考えるとい

うふうなことだったんですけども、これまでから、

行革委員会であるとかアンケートもあったと思い

ます。そういうようなことで、市民の視点を取り入

れられてきたと思うんですけども、そのこれまでの

取組のまず評価についてお聞きしたいと思います。 

 今回、新たに市民の視点を考えられたというのは、

これまでの行革の在り方が市民の視点が少なかっ

たのかどうかのことも含めて、お聞きしたいと思い

ます。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 取組の評価です。

行財政改革、行革で大きく２つの切り口があると思

います。つまりこういった事業、政策をするしない、

事業のするしないという切り口、それから、もう一

つ、どういうやり方でするか、手法の問題ですね、

何をするか、Ｗｈａｔ、それから、どうやってする

か、Ｈｏｗ、この２つの切り口があると思います。 

 近年の行革ですが、何をするか、Ｗｈａｔのほう

の切り口でやってきたと思います。これは一定の成

果を上げているのではないかというふうに思って

おります。 

 一方で、Ｈｏｗのほう、どうやってやるのか、こ

こは正直、あまり手つかずではなかったかなという

ふうに思っております。例えば市民の皆さんが豊岡

地域の方が、特定の手続をしようとすると、立野庁

舎に行って、さらに本庁舎に来なきゃいけない、そ

んなことも現在でもまだ起こっております。そのＨ

ｏｗの部分が見直しが遅れているところを、今回、

デジタルも使って見直しを進めていきたい、かよう

に考えております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） やり方としてはいろんな方法

があると思うんですけども、私自身が感じるのは行

革委員会が、メンバーが相当長い長期間、固定化さ

れているようにあるんですけども、それについて、

市のほうの考え方といいますか、感想はいかがでし

ょう。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） おっしゃるように、
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長期間務めていただいている委員さんもいらっし

ゃって、長いかどうかを評価する立場には正直ない

んですけれども、どういうんですかね、そのとき、

そのときに主に取り組むテーマによって、今回は特

にそのテーマを変えようとしています、切り口です

ね、Ｈｏｗ、Ｗｈａｔを変えようとしておりますの

で、その主たるテーマによって、委員の皆さんとい

うのはメンバー変更がなされる、するべきであろう

というふうに思っているところです。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） ちなみに、現在の委員さんで

一番長い方は何年ぐらいやっておられますか、ざっ

とでいいです。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） すみません、行革

委員会のスタート時からお二人の方に務めていた

だいています。行革委員会のスタートが平成１８年

でございますので、２００６年、合ってますよね、

２００６年ですから、１６年目に入ろうかと思いま

す。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） この２人というのは、委員長

と副委員長ということですね。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） そのとおりでござ

います。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（松井 正志） いいです。それで、皆さん、

分かっていただいたと思いますんで。 

○分科会長（村岡 峰男） 分かれへんで。これは役

職外でしょう。 

○委員（松井 正志） 役職外です。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか、分かりまし

たか、今の議論は。分かったような、分からんよう

な。（「何となく察します」と呼ぶ者あり） 

 もう、それ以上じゃあ入らないということで。 

 ほかの皆さん、どうですか。 

 どうぞ。 

○委員（浅田  徹） ９０ページ、９１ページの関

係になります。特にこの市有財産の管理という点で、

これ質問です。 

 業務委託で測量業務ってございます。なかなか豊

岡の場合は合併後ですけども、各１市５町でそれぞ

れ公共用地、市施設の底地の関係ですね。借地があ

ったり、何か行け行けで、ほとんど何かやっぱりい

ろんな、最近では出石スポーツセンターのあそこの

温泉施設云々の底地がまだまだ、それから、グラウ

ンドも全然全く整理ができてないとか、市道認定は

何かあっても全くその筆の整理ができてないと。か

つ小学校跡地等についても、まだ、奈佐でもそうな

んですけども、校舎の跡地にはまだ私有地があって、

借地のままとか、いろんな形態があるわけですけど、

財産管理する、それから、将来に向けて、当然これ

はもう処分なり、いろんな、いつまで抱えるかとい

うふうなことについては、やはりこれは処分という

ことになってこようと思います。 

 その辺の戦略的な、トータル的な、計画的なって

いうのはお持ちですか。そういう底地の整備、それ

が１つと、今回また、旧大森小学校の解体工事とい

うことで、これ解体をされます。合併以前から、多

分もうこれ廃校になった施設かなと思ってます。こ

ういう校舎の撤去、更地になりますね。その後、処

分計画がなって解体されるのか、こういうことをや

はりもう老朽化して潰していくのか、いやいや、売

手、買手がついてから更地にして処分するとか、そ

ういうことの、今回、ぽんと４，８００万円ですか、

こういうものが上がってくる、これも計画的なもの

か、その辺についてちょっと教えていただきたいと

思います。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） まず、大前提としまして

は、未利用施設等の活用方針ということで、どのよ

うに行政財産から普通財産になった後にどういう

ふうにやっていこうかというようなことをまとめ

た資料がございます。 

 それによりますと、まず廃止となった施設があっ

た場合、ほかの課とかで公用利用ができるかできな

いかというのをまず検討いたします。そこで、単な
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る倉庫として使うとかいうことではなく、需要があ

れば、いわゆる転用を行いたいと。需要がなければ、

基本的には処分をしていくという方針をしており

ます。 

 その処分ですけれども、基本的に建物があるもの

については、建物をそのまま残したまま買手を探す、

あるいは借手を探すというようなところをしてお

ります。それは、基本的に市が解体しようとすると、

行政がやるとコストがかなり民間よりもかかるだ

ろうというようなことですので、古い建物であれば

マイナスの評価がついて、土地代から減額されてと

いうようなこともありましょうし、価値があるもの

については、その分オンされてということになりま

しょうが、基本的には解体するしないかというのは、

買手の方に委ねようというようなことで、処分する

方向にしております。 

 基本的に、市の土地、借地がないものについては、

そういった方向でやろうとしております。 

 借地があるものにつきましては、どういったらい

いんですかね、部分的なものであれば、そこを除い

て売るですとか、あるいは買った上でまた売るだと

かいうようなことも考えていく必要があるかと思

いますけれども、やはりそういった借地の部分を除

くといびつな形になってしまうというような土地

もございますので、そういったものはどうしたもの

かなと、今後、たくさん出てこようと思うんですけ

ども、その時点でまた考えていく必要があるのかな

ということにしております。 

 学校なんかにつきましては、まだ、いわゆる学校

であり続ける、行政財産であるうちに、そういった

借地ですとか、あと里道水路みたいなものもござい

ます。そういうものも普通財産になる前に処理をし

たほうが、比較的簡単にといいますか、やりやすい

というようなことも聞いておりますので、学校であ

れば学校であるうちに、そういったものを片づける

というか、ちょっと言葉はあれですけども、手がけ

ていくというような方針にしております。 

 大森小学校の件なんですけども、大森小学校は校

舎が建っている部分がほぼ借地でございます。老朽

化しておりまして、地元のほうで利活用をといった

ときに、地元としては、もう必要ないというような

ことがございまして、これを地主の方に相談します

と、取りあえず更地にして返してもらいたいという

ような意向でしたので、今年度、２０２１年度に解

体設計を予算化いただいて、新年度で解体工事を予

算化するということでございます。 

 繰り返しになりますが、今回、借地ですので、取

壊しをして返すというようなことがございます。処

分する場合には建物つきで基本的に処分したいと

考えておりますので、処分ができない土地で建物が

あるものについても、随時、危険なものからは解体

をしていかないといけないのかなと、していく必要

があるんですけども、危険じゃないものについては、

いましばらく、ちょっとそのまま財源の関係もござ

いますので、様子を見てるというのもあるというよ

うな状況でございます。以上でございます。 

○委員（浅田  徹） 特に今、顕著に見られるのは、

やっぱり小学校の統廃合ですね。やっぱりこれは普

通財産、教育財産のときにきっちり底地に整理、全

てがそれが借地であれば、そのままお金を入れずに、

ただ、非常にきちっと整理できた状態での地形、形

状じゃないというふうに思ってますので、その辺は

最終的にはもう財政のほうで引き受けざるを得な

い、また、それは処分につながってきますので、や

っぱり活用しやすい、まず、底地がきっちり整備で

きてないということですので、早めの対応をよろし

くお願いをしときます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（浅田  徹） いいです、これは。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかはありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） まだ時間はあるようですので、

総務委員会では、この後、委員で超過課税について、

恐らく議論が出ると思うんで、参考までにお聞きす

るんですけども、税務課長、今、市民の皆さんには

税を告知するときなどには、超過課税を頂いていま

す。これはどういうふうな用途で使っていますとい

うようなことも周知というのはやっていますか。や
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っておられますか。やる必要があると思うんですけ

ども、いかがでしょう。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 税務課から、残念ながら、

できていない現実があります。 

○委員（松井 正志） 例えば県の県民緑税など、５

年間の期間で結構、県民に対して周知をされて、そ

れから、税のパンフレットなんか出てやってると思

うんですけども、そういうふうな仕組みといいます

か、意識を持つ必要があると思うんですけども、そ

れについてはいかがでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どなたですか。 

 はい、どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） ホームページには超過課

税をしていますということで、税務課のサイトには

出しておるんですけど、委員のご質問のとおり、積

極的なお知らせという形にはなってないです。 

 今、議会でもそういったことがずっと議論されて

いる中、税務課だけでできることとそうじゃないこ

とがございますので、必要であれば検討いたしたい

と考えております。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 財政課長か政策調整部長にお

聞きしますけれども、超過課税というのは、本来は

臨時だったと、臨時財源だったと思うんですけども、

現在は経常財源になってるんですかね。何か税の三

位一体改革のあたりに、以前は国の方針は臨時財源

だった。臨時財源というのは、一定の期間しか課税

しないんで、ある程度、期間を定めてやるというふ

うな縛りがあるんだけども、それが国のほうの仕組

みが変更されて、それが経常財源になったというふ

うに記憶してるんだけども、何か記憶ありませんか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） すみません、ちょっとそ

の辺、記憶にはないんですけれども、おっしゃるよ

うに、いわゆる決算統計する際には経常財源にして

おりますので、経常財源かなというふうに考えてお

ります。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） しかしながら、超過課税です

から、本来の普通税率というんか、標準税率以外の

税体系ということになると、決算統計上は経常財源

になっていても、仕組みとしては、考え方としては

臨時になると思うんですけども、その辺りの決算統

計とは別に考え方を、もしあれば教えてください。

臨時になるんだろうと思うんですけどね、臨時財源。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 今、そのお話を聞いて、

確かにそう言われてみるというところはございま

すけれども、やはり経緯を考えまして、都市計画税

の廃止をどうするかというところに、旧豊岡でかか

っていた都市計画税をどうするかというときに、こ

の超過課税というのを選択してというところのこ

とを考えますと、やはり確かに臨時的な要素はあろ

うかと思いますけれども、市にとっては、貴重な、

もう通常の一般財源としての財源だというふうに

考えておりますので、経常財源かなというふうにも

思っております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） あわせて、さっきの税務課長

にもお聞きしたんですけども、超過課税という制度、

仕組みから考えると、要するに国の復興特別税も期

限を設けてしてました。それから、さっき言った、

県の県民緑税も期限が設けられています。さらに、

法人の超過課税についても、県によっては、例えば

大阪府や大阪市だったかは期間を定めたんです。兵

庫県は定めてないかなというふうに、団体によって

取扱いがまちまちなんです。 

 私自身は期間を定めて、期間の下に一定の、どう

いったらいい、議論をした上で、さらに超過課税を

進めていくかどうかするべきやと思うんですけど

も、そういうことについてはいかがでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 松井委員のおっしゃ

ることも分かるんですけども、ただ、もともとのい

きさつがやっぱり都市計画税いうのがありました

んで、やはり私は経常になると思うんです、それを

考えると。その財源はもう、今、下水道のほうに充
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ててるというのがありますんで、そうなると、やっ

ぱりもう、これが期間を区切ってといっても多分、

そしたら、何年するんだ、１０年するんか、２０年

するんかという話になってくると思う。 

 だから、最初もう都市計画税の代わりということ

があったんで、期間を設けてなかったと思うんです。

だから、もうやっぱりそのまま期間を設けずにこの

ままいくべきではないかと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） そこら辺はいろんな議論でき

るし、あなたが言ってることは違うことも指摘でき

るんだけども、ちょっとそれは言わないんだけども、

超過課税という性格から考えると、やっぱりずっと

何も考えずに、要するに未来永劫、恒久の税とする

のはどうしても無理があると思う、超過課税という

意味だったら。 

 例えば普通税で税率と変えるというんだったら、

まだいいけども、普通税率もそういうことね。超過

課税というのは、本来は、要するに普通の税率以外

にさらに上乗せするわけだから、もう、それはそれ

なりの一定の仕組みをせんならんと思う。ただ、あ

なたが言ってる、一番当初のいきさつは豊岡市の都

市計画税廃止します、それに併せて、市内全域に別

の税制設けたということなので、その財源の考え方

は当局側とこっち側と全然見方が変わってくるん

で、あなたが言ってる意味はよく分かってるんだけ

ども、そういうことがありますんで、また、いろい

ろと議論させてください。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか、もう答えは。 

 私が言いたいことは全部あれですけども、いや、

超過課税の問題が出たところで１つだけ、私もいい

ですか。 

○副分科会長（松井 正志） どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 今、臨時的な財源か経常的な

財源かという議論はあったんですが、今年のこの予

算を編成する段階で、超過課税の問題というのは検

討されたのかされてないのか、全く検討もなしに予

算として、歳入として組み込んでしたのか、だけ聞

かせてください。 

 どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 市長がどっかのタイミン

グで記者会見か何かで個人市民税の部分はどうか

というような発言をされてというのはございまし

た。皆様、ご存じかと思います。そのことがござい

まして、一般質問でもそれが取り上げられてという

経緯がございました。 

 その辺で、我々、答弁書を書く中で必要な財源と

して広くということで、今、説明したとおりのこと

を市長と協議した結果、やめられんだろうというよ

うな判断をいただいて、２０２２年度の新年度予算

編成に入っておりますので、どうかということにな

りますと、市長と協議した上で引き続きというよう

なところで、予算編成に入ったというふうにご理解

いただけたらと思います。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） やめられないだろうとい

う判断から、予算編成に入ったということでいいの

かな。 

 ほか、どうですか。まだ十分時間が。 

 はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 防災ばっかしで申し訳ないん

ですけども、前、避難カードというものを普及をさ

れつつあるというふうにあると思うんですけども、

意識づけという面では非常にいいと思うんですけ

ども、実際にあれに当てはめて考えたときに、適切

に書ける人って非常に少ないように感じるんです

けども、要するに現実的ではないというようなこと

が考えられるんですけど、そんなことありませんか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 今、ご指摘になりました

ような高齢者の方だとか一人暮らしの方というの

は、なかなか書くのが難しいなというようなことが

ございます。ですので、普及の仕方としましては、

ずっとこれまでコミュニティ組織が設立されて以

来、コミュニティの防災部会の方、それから、区長

さん方が中心となってくださって、市と、それから

国とかの協働で、この取組をやってきたという経過

がございます。ですので、単独の区とかなるとなか

なか難しいかもしれませんけども、例えば地域コミ
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ュニティなんかの組織の防災部さん、区長さん方を

ターゲットに啓発をさせていただいて、それを各区

に持って返ってもらうときに、また、市のほうから

例えば出前講座なんかをしてっていうようなこと

で啓発を深めていって、そういったことで、ちょっ

と書きづらいな、難しいなというような方々につい

ては、こういった考え方でというようなことも、も

う区長さんだったり自主防の方々が自ら説明でき

るぐらいの段階といいましょうか、レベルに持って

いってもらって、普及を図るというようなことを考

えております。 

 今年というか、新年度も既に中筋であったりとか

八条だったりとか、これまでに防災ワークショップ

をやってくださったようなところが、改めて、そう

いった取組もなさいますし、今言ったようなコミュ

ニティ組織を対象とした防災ワークショップを一

つの切り口として、さらに地域のほうに入り込んで

いかさせていただいて、浸透を図っていくというこ

とで、いずれにしても書いていただくのに支援が必

要な方のフォローも併せてしてくださるとありが

たいなと思いますし、考え方はこちらのほうからし

っかり普及、啓発をしたいなと考えております。以

上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） あれをきっかけにして、話合

いをしていただいたり、家族でやったり、地域でや

ったり、区でやったり非常にいいと思います。です

から、ぜひ使っていただきたいと思います。 

 ただ、一番、私は遺憾に思うのは表示が間違って

る部分があって、ところが、それを、要するに補助

事業でやったから訂正せずに、そのまま市民の皆さ

んに配ってるというのを、私は非常にいかがかなと

思います。ああいう重要なもんであれば、単費で修

正してでも作り直して配るべきだというふうに感

じるんですけども、それについていかがですか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、その件につ

きましては、一部の地区でそういったようなことで、

できたものをそのまま配ってて、実際の配るときの

説明の中で、ここについてはこういうふうに変わっ

ておりますんで、よろしくお願いしますというよう

なことで、ちょっと横着をしたというようなとこも

ありました。そこら辺につきましては、おわびをさ

せていただくとともに、先ほど言いましたような、

例えば中筋だったり、八条だったりというようなと

こは、１度、そういった防災ワークショップをして

おりまして、制度がその間、変わっておりますので、

改めて配布をさせていただくというようなことに

なりますので、今、委員言われたように、ちょっと

そういったことができてないというようなとこに

つきましては、改めて作成させていただいて、配布

をさせていただくというようなことは検討したい

と思っております。以上です。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（松井 正志） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかの方、どうぞ、あり

ませんか。 

 どうぞ。 

○委員（前田 敦司） よろしいですか。これは不勉

強なんか、お恥ずかしいのかちょっと分かりません

が、すみません、歳入に関してちょっとお伺いさせ

てください。 

 １８ページのところで、市税として、個人のその

市民税と法人の市民税があります。これが昨年度対

比で２億９，５００万円の増というのがあるんです

けど、人口が減少している中で、なぜここがこんな

に増えたのか、すみません、昨年度は入湯税じゃな

くて固定資産税のところの歳入は、コロナのことが

あって減税措置があって、今年はないので増えると

いうような説明があったと思うんですが、同様のこ

とがあるのかどうかを教えていただけたらと思い

ます。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） まず、個人市民税につき

ましては、昨年度の予算と比較して増えているとい

うことになっていますが、先ほど申しましたとおり、

昨年度の予算がコロナ禍でなかなか予想しにくい
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という状況がありました。それで、リーマンショッ

クのときに１０％以上、落ちておりましたので、一

番辛めの予算を見ておりましたので、今回、物すご

く上がっているように見えますが、ほぼ横ばいでき

ております。コロナ禍においても、住民税は今年度、

あまり落ちない状況が見てとれましたので、コロナ

前の状況とほぼ横ばいの予算を立てております。で

すから、去年の予算と比べましたら、非常に上がっ

てるんですけど、横ばいということで理解いただき

たいと思います。 

 それから、法人市民税につきましては、これも予

測が難しかった予算でございます。リーマンのとき

には２年にわたって、物すごく、４０％近く落ちて

おりました。昨年度はリーマンを参考に落としまし

たんですが、実際、今年の動きを見てみますと、税

率改正で税率が落ちています。それとコロナの影響

が相まって、どちらが大きく影響しているかという

のはなかなか読めなかったんですが、今、少し落ち

着いてきますと、税率改正で率が落ちてる部分で、

コロナの部分は持ち直しているのではなかろうか

というようなことで、これもコロナ前の水準に少し

近づけるような予算がされております。 

 ですから、昨年度の比較となると、このような大

きな差にはなっておりますが、コロナ前に少し戻り

つつあるという見込みで予算を立てております。 

 それから、固定資産税につきましては、土地のほ

うは経年、少しずつ落ちてきています。しかしなが

ら、去年のこのコロナの減免が、ちなみに当初予算

では１億８，０００万円ほど減額を見ておりました

ので、これがなくなりますので、見かけ上、増えて

いるように見えるということでございます。 

 それから、入湯税につきましては、これは今、現

状も外湯の状況などを見てとったりしてるんです

けど、外湯の入客数なんかも見てとったりするんで

すけど、なかなかコロナ前の状況には戻ってこない

だろうというふうに、まだ見ています。ただ、改善

されて戻ってくれば、補正等で対応できるんですけ

ど、取りあえず当初ではやはり厳しめの予算という

ことで、前年度と同じ金額で見ています。 

 先ほども言いましたとおり、コロナ前と比べまし

て４０％減というところでございます。以上です。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかはないですか。 

 ないようでしたら、早いですけど、終わってもい

いですか。 

 では、質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして分科会審査の午前の部を終了

したいと思いますが、ここで委員の皆さん、担当職

員の皆さんから、何かほかにありましたら、発言を

願います。 

 先ほどの答弁の残りは分かりませんか、今は、防

災課の。答弁の残りは今はできない。 

 どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 分団長以上、すみません、

金額をちょっと今、手元にないですけど、分団長以

上から課税というようなことになってるようでご

ざいます。先ほどの年報酬でございますが、それ以

下につきましては、課税をされてないというふうに

なっております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 分団長以上ですね。 

○防災課長（原田 泰三） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、ほかにありませ

んか。委員の皆さんもないですか。当局の皆さんも

ありませんか。 

 ないようですので、明日、１５日の委員会審査は

午前９時３０分から、当委員会室で行いますので、

よろしくお願いします。お疲れさまでした。再開は

午後１時です。 

   午前１１時２７分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午後 ０時５５分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、定刻にはまだ早

いんですが、おそろいのようですので、委員会を再

開したいと思いますが、いいでしょうか。 

 それでは、改めまして、定刻になりましたので、

休憩前に引き続いて、総務委員会を再開いたします。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔、明瞭
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に行っていただきますよう、スムーズな議事進行に

ご協力をお願いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますよう、お願いし

ます。 

 午後の協議に入る前に、午前中の審査で訂正の発

言の申出がありますので、ここでお願いします。 

 若森政策調整課参事、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 午前中の松井副委

員長の質問で、行財政改革委員会の委員さんの最も

長い方に対して、２００６年度に始まったと申し上

げましたが、誤りでした。２００５年度にスタート

しております。最も長い方、お二人は、この２０２

２年度、今の任期が満了しますと１８年間、引き続

いて務めていただいております。おわびして訂正い

たします。申し訳ございません。 

○委員長（村岡 峰男） それでは、これより３番、

協議事項（１）付託・分担案件の審査について、委

員会審査に入ります。 

 第４０号議案、令和４年度豊岡市管理会財産区特

別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 大石但東振興局地域振興課課長。はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 当初予算

の説明に入りますまでに、高橋財産区の設置経緯に

ついて、概略を先に説明させていただきます。 

 お配りしています説明資料、豊岡市管理会財産区、

高橋財産区の設置経緯及び所有財産をご覧くださ

い。 

○委員長（村岡 峰男） これに入るんか。 

○委員（松井 正志） 今、送りました、送りました。 

○委員長（村岡 峰男） 入りましたかね。 

 はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 高橋財産

区は、昭和３１年に旧高橋村、合橋村、資母村が合

併しまして、出石郡但東町が新設された際に、地方

自治法の規定に基づき、設置された財産区でありま

す。 

 昭和３２年に高橋財産区の主な財産であります、

山林の育成管理に関する案件を審議するため、高橋

財産区議会が設置されました。 

 その後、平成１７年に合併によりまして、但東町

が豊岡市となったことに伴いまして、この豊岡市議

会において、高橋財産区議会設置条例が制定されま

した。 

 高橋財産区は、山林を主な財源とする、財源です

が、造林事業の終了、それから、管理業務の県の公

社、現在はひょうご農林機構でございますが、そち

らへの委任等によりまして、財産区で独自に推進す

べき事業が減少したことから、財産区議会において

審議すべき案件も僅かとなり、議会設置の必要性が

薄れたため、平成２１年３月３１日をもちまして、

高橋財産区議会を廃止いたしました。 

 廃止後におきます、高橋財産区に関する案件は、

地方自治法に基づきまして、豊岡市財産区管理会へ

移行され、以降、豊岡市議会において審議され、議

決、承認を得ることとなりました。 

 現在、本市には管理会を置く財産区は７つござい

ます。この中で、高橋財産区については、毎年度、

収入及び支出が発生するため、市議会において審議

を受け議決を得ているところでございます。 

 一方で、高橋財産区以外の６つの財産区は、現在

のところ、いずれも収入及び支出がないため、予算

の審議はありませんが、今後、山林の売払いなどの

収入、それから、それに伴います支出が発生する可

能性もありますことから、管理会を置く全ての財産

区設置条例を改正し、管理会を置く全ての財産区の

予算を対象とする、この豊岡市管理会財産区特別会

計を設置し、現在に至っているところでございます。 

 それでは、当初予算について説明いたします。 

 令和４年度豊岡市特別会計予算書並びに予算説

明書の２１７ページをご覧ください。 

○委員（松井 正志） ちょっと待ってよ。２１７ペ

ージ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） はい。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 第４０号
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議案、令和４年度豊岡市管理会財産区特別会計予算

について、説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２０１万５，０００円と定めています。 

 次に、２２９ページ、右端の説明欄をご覧くださ

い。 

 歳出について、説明いたします。 

 高橋財産区管理委員５名の委員報酬などの人件

費、それから、一般管理費、財産管理費、予備費を

計上しております。例年と大きな変更はございませ

ん。 

 次に、２２７ページをご覧ください。 

 歳入でございます。 

 利子及び配当金、財産貸付収入、不動産売払い収

入、前年度繰越金、預金利子を計上しています。歳

入につきましても、例年と大きな変更はございませ

ん。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） 財産区の設置経緯と所有財産

等を説明いただいて、よく分かりました。 

 湯島財産区のように、議会があるところは、いろ

んな案件についてというんか、方針を協議をして決

定をするんですけども、この高橋財産区は、議会に

代わる意思決定する場というのは、どういうところ

が、どういう組織があって、どういう方が入ってお

られるか、参考までに教えてください。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 条例によ

りまして、豊岡市財産区管理会条例というものがご

ざいます。そこには、財産区を置き、それぞれ財産

区管理委員を持って組織するとなっております。 

 高橋財産区には、先ほど申しましたように、５名

の管理委員がおります。その委員によりまして、現

在の状況なり、今後の予定なりを審議してもらって

いると、こういった状況です。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（松井 正志） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにないですか。 

 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。よ

って、第４０号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後１時０５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０５分 分科会開会 

○分科会長（村岡 峰男） 分科会を再開します。 

 これより協議事項（１）付託・分担案件の審査に

ついて、イ、分科会審査に入ります。 

 第３２号議案、令和４年度豊岡市一般会計予算を

議題といたします。 

 第３２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入予算、全項目の人件費

を含む歳出予算、債務負担行為、地方債、一時借入

金及び歳出予算の流用についてであります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が明記されておりますので、逐一、事業名称と予

算額のみを説明いただく必要はありません。 

 十分な質疑時間を確保するためにも、当局には、

新規事業や前年度から大きな変更のあった事業及

び主要事業などを主として説明いただくよう、依頼

をしておきます。 

 当局の説明は、まず、人事課から、全体の人件費

を含めて説明をいただき、その後、組織順で、各担

当課から、歳出及び歳入等を一気に説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 なお、委員は、今年度から紙の当初予算書は持っ

ておりません。 

 当局職員の皆さんが説明される際には、説明する
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ページを委員が開いたかどうか確認しながら、ゆっ

くり説明をしてください。 

 それでは、順次、説明願います。 

 まず人事課長、どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） それでは、令和４年度の

人件費について、ご説明いたします。 

 お手元にお配りいたしました人件費当初予算節

別比較（全会計合計）という資料をご覧ください。

よろしいでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） この表には、去年の当初

予算額との比較を行って、増減を記載しております。 

 それから、右側には主な増減理由、これを記載し

ております。費目ごとに説明をさせていただきます。 

 まず最初に報酬についてです。これにつきまして

は、６，３２３万２，０００円の減額としておりま

す。報酬につきましては、パートタイム、会計年度

任用職員の報酬を計上いたしております。その職員

数が減になったことによるものでございます。 

 増減要素としましては、それぞれございますけど

も、４月から予定をしております、学校給食センタ

ー、この民間委託に伴って、調理員として勤務して

おります会計年度任用職員、これが退職することに

なります。この分の原因が一番大きい要素として、

減額要因として上がってきてまいります。 

 次に、給料についてです。８１６万円の減額とし

ております。 

 この減額の要因ですけども、主には職員数の減に

よるものです。給料の部分には、正規職員と、それ

から、フルタイムの会計年度任用職員、公営企業の

パートタイム会計年度任用職員の分を計上してお

ります。正規職員の予算上の職員数が減になってい

ること、それから、会計年度任用職員の保育士、幼

稚園教諭、これの方の育児休業取得者が減になって

いること、それから、水道課の会計年度任用職員が

減になっている、これらの理由で、前年度と比べて

減額としております。 

 次に、手当でございます。全体で１億９，７６１

万８，０００円の減額としております。 

 この主な要因としては、時間外勤務手当、本年度、

令和３年度に比べて選挙が少なくなるということ、

それからオリンピック関連の業務の減少、それから

時間のマネジメントの取組などによる削減、こうい

ったことで７，２３７万１，０００円の減額として

おります。 

 特に大きい要素で選挙の関係がありますけども、

本年度、令和３年度については市長選とか市議会の

補選、それから知事選、衆議院選挙、それから市議

会議員選挙、計４回の選挙がございました。来年度

につきましては、参議院選挙が予定されております

が、この分がかなり減ってきておりますので、減額

要素として大きい要素の一つでございます。 

 それから、人事院勧告に伴う期末手当の関係がご

ざいます。ここで１億１，６５７万３，０００円の

減額としております。人事院勧告によって、これも

２．５５月ありましたものが２．２５月ということ

で減額してまいります。 

 それから、その下です。共済費です。学校共済組

合の短期負担率、これが少し増加してきていること。

それから、フルタイム会計年度任用職員が加入しま

す共済組合、この加入数の増という増減要素もござ

いますけども、先ほど申しました学校給食センター

の民間委託の関係で調理員、これパートタイム会計

年度任用職員ですけども、ここが減となるというこ

とに伴いまして、社会保険料が減額となっておりま

す。 

 共済費の合計では９４２万８，０００円減額とし

ております。 

 それから、その下ですけども、負担金についてで

す。ここでは主に退職手当組合への負担金を計上し

ております。月々支払う普通負担金のほかに、調整

負担金というのがございます。この調整負担金がゼ

ロになった関係で２，７８２万１，０００円、負担

金合計としてはこの額が減額としております。 

 以上ですけども、令和４年度の職員の人件費総額

８６億８，２７９万９，０００円で計上しておりま

す。前年度との比較では３億６２５万９，０００円

の減ということで、率にしたら３．４１％減となっ
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ております。 

 人件費予算については以上です。 

 続きまして、人事課の事業費の関係をご説明いた

します。 

 予算書のほうをお開きいただきたいと思います。

８５ページをお願いします。よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 上のほうから１２行目です。人事給与費を計上し

ております。ここで２，８２５万円計上しておりま

すけども、今年度の当初予算との比較では１３６万

５，０００円の増額としております。この分は主に

業務委託料の分でございます。 

 ページ中ほどの辺りに業務委託料を計上してお

ります。そのうち人事給与システム改修業務と人事

アドバイザー業務、これが来年度の新規事業という

ふうになっております。人事給与システムの改修に

ついては、令和４年１０月から共済組合への加入対

象が拡大するということがございまして、この人事

給与システムの対応プログラム、これを改正する必

要があります。この費用を見込んでおります。 

 それから、人事アドバイザー業務、これについて

は人事に関する専門的知見を持った方、これと共同

しながら人事課題の解決いうようなことに取り組

んでいきたいということで、計上させていただいて

おります。 

 続きまして、同じページの職員研修事業費につい

てです。今年度の当初予算と比較では、３１４万５，

０００円減額しております。ここでは主に職員派遣

の関係がございますけども、この派遣に係る旅費の

減額が減額の要素です。来年度については、新たに

消防の関係で消防救助技術近畿地区指導会、ここへ

の職員派遣を行いますけども、南三陸町、それから

兵庫県消防学校、この派遣が終了します関係があり

ます。 

 それから、ホーメル賞が廃止になったということ

で、旅費等を減額したということでございます。 

 それから、債務につきまして説明させていただき

ます。 

 ６７ページをお願いします。よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 真ん中の少し下のところに記載があります派遣

職員給与費負担金でございます。今年度の当初予算

との比較では、１８３万５，０００円減額としてお

ります。ここでは派遣の職員が入れ替わったという

関係で、少し減になってきてるということで調整を

いたしております。そのほかについてはほぼ例年ど

おり計上させていただいております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、太田垣総務課長。 

○総務課長（太田垣健二） それでは、歳出のほうか

ら説明をいたします。 

 総務課が所管いたします１３件の事業のうち、主

な事業についてのみ説明を申し上げます。 

 予算書の８３ページをご覧ください。よろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 右上に一般管理費でございます。記載されており

ます一般管理費の総額のうち、３，５０４万１，０

００円が総務課所管分で、２０２１年度とほぼ同額

となっております。ここでは、主に市広報等の文書

の発送、それから入札契約事務、法令関係事務等、

行政事務の執行に必要な経費や地区集会施設の整

備に係る補助金などを予算計上をしております。 

 続きまして、８５ページをご覧ください。右上の

区長会費でございます。ここでは市広報をはじめと

いたします市からの行政文書などの区内各戸への

配布に係る各区への業務委託料、それから区長連合

会への交付金、事務費など、２０２１年とほぼ同額

の５，５２９万５，０００円を予算計上をしており

ます。 

 続きまして、８９ページをご覧ください。右下の

欄の庁舎管理費でございます。ここではこの本庁舎

及び豊岡稽古堂の維持管理に必要な経費といたし

まして、８，９１１万８，０００円を予算計上して

おりまして、２０２１年度と比較いたしまして約１，

８００万円の減額となっております。これにつきま

しては、保管をしておりました高濃度ＰＣＢ廃棄物、

これはＰＣＢの蛍光灯の安定器でございますけど

も、その処分が２０２１年度中に全て完了いたしま
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したため、その分の経費を計上しなかったことから、

比較をして１，８００万円の減となったものでござ

います。 

 続きまして、９１ページをご覧ください。右上の

自動車管理費でございます。ここでは総務課が本庁

で管理する公用車両のリース料、それから維持管理

などに必要な経費として、２０２１年とほぼ同額の

２，６６３万２，０００円を予算計上いたしており

ます。 

 今度は少し飛びまして、１５１ページをご覧くだ

さい。よろしいでしょうか。 

 右側の下から２つ目の欄の就業構造基本調査費

でございます。これは５年ごとに実施されます統計

法に基づく国の基幹統計調査の一つで、２０２２年

度がその実施年度となっております。この調査は、

国民の就業、不就業の状態を調査し、全国及び地域

別の就業構造を明らかにすることを目的として実

施するもので、ここでは事務費を、そのすぐ上段に

人件費とありますが、ここでこの調査に係ります指

導員及び調査員の報酬を予算計上をしております。 

 同じく１５１ページのその上の欄の住宅・土地統

計調査費でございます。これも５年ごとに実施され

ます統計法に基づく国の基幹統計調査の一つで、２

０２３年度がその実施年度となっておりまして、２

０２２年度はその準備といたしまして単位区の設

定作業を行おうとするものでございます。この調査

は、住宅とそこに居住する世帯の居住状況、それか

ら世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状

と推移を明らかにすることを目的として実施する

もので、ここでは事務費を、そのすぐ上段に人件費

とありますが、ここではその単位区設定に係る指導

員の報酬を予算計上いたしております。 

 続きまして、歳入のほうをご説明申し上げます。

主なものについてのみ説明申し上げます。 

 ２９ページをご覧ください。よろしいでしょうか。 

 右側の中段辺りの総務管理使用料の欄に市役所

北駐車場使用料ですとか、それから豊岡稽古堂使用

料、これが総務課の所管でございますけども、これ

らにつきましては２０２１年度の決算見込額など

考慮いたしまして、それぞれ計上をいたしておりま

す。 

 続きまして、５５ページをご覧ください。５５ペ

ージの右側中段辺りに５、統計調査費委託金の欄が

ございます。その欄の一番下から就業構造基本調査

事務委託金８１万円、それからその上の住宅・土地

統計調査事務委託金６６万５，０００円ありますが、

これは先ほど歳出の際にご説明申し上げました２

件のこの基幹統計調査事務の歳出の額と同額をそ

れぞれ予算計上いたしております。 

 総務課からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、上田総務部次長。 

○総務部次長（上田  篤） １２５ページをご覧く

ださい。１２５ページでございます。ジェンダーギ

ャップ対策室からは、所管する５つの事業のうち４

つの事業の予算案についてご説明します。うち３つ

は私から、もう一つを岸本参事からご説明して、そ

の後、今度歳入のほうを私からご説明します。 

 １２５ページのワークイノベーション推進事業

費でございます。こちらの事業なんですが、これは

市内の経営者など、ターゲット別のセミナー開催を

はじめ従業員意識調査、ワークイノベーション表彰

制度、そして新規事業としてのメンタリング制度の

実施などでございます。 

 主な費目といたしましては、報償金１０５万円に

つきましては、表彰制度、あんしんカンパニーとい

う表彰制度を２０２０年度から実施しておりまし

て、そちらの審査をお手伝いいただく市内の社労士

とか税理士、中小企業診断士５名と学識経験者１名

の謝金が７２万円でございます。それと、女性社員

向けのメンタリング制度の謝金が３０万円などで

ございます。 

 次に、ちょっと下に行きまして、業務委託料の６

００万６，０００円でございますが、これにつきま

しては市内の事業所の経営者、管理職、女性社員、

そして、新規で男性社員向け、合計４種類のセミナ

ーを各２回開催する経費が３０３万６，０００円で

ございます。 

 それと、ワークイノベーション推進事業のアドバ
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イザーの年間契約の委託料が１３２万円、それと、

従業員意識調査が１０社予定しておりまして１６

５万円でございます。 

 次に、まち全体を対象としましたジェンダーギャ

ップ解消推進事業費でございます。主な内容としま

しては、市民委員による戦略のモニタリングをはじ

め地域コミュニティや自治会など、地域を対象とし

た啓発事業をはじめ、新規の男性向けのセミナーで

すとか女性向けのみらい塾開催事業などでござい

ます。 

 主な費目としましては、報償金３４５万９，００

０円ですが、これはジェンダー平等推進アドバイザ

ー、大崎麻子さん、それとジェンダー地域啓発推進

アドバイザー、萩原なつ子先生など、学識経験者３

名分の謝金などが３１２万円でございます。あと、

男性向けのセミナーの講師謝金などで２５万円、そ

れと戦略会議委員１０名の謝金が８万９，０００円

でございます。 

 次に、消耗品費でございますが、２５万円、こち

らは市内の保育園、認定こども園、幼稚園、３９園

に配付する教材の費用でございます。 

 続きまして、業務委託料２１８万９，０００円に

つきましては、新規事業として、地域における意思

決定ですとか方針決定の女性参画に向けた人材育

成プログラム、６回シリーズを予定してますが、女

性みらい塾、仮称でございます、の開催費用でござ

います。 

 続きまして、その下、子育て中の女性の就労促進

事業費の主な内容でございます。こちらは２０２１

年度から取り組んでおります女性デジタルマーケ

ティング人材の育成と、今月末にオープンする子育

て支援総合拠点等施設、愛称がＷＡＣＣＵ ＴＯＹ

ＯＯＫＡ内のみらい応援Ｒｏｏｍでの相談業務等

の女性の就労支援などの取組に係る費用でござい

ます。 

 主な費目ですが、業務委託料４８３万５，０００

円ですが、デジタルマーケティング人材育成の講座、

インターンシップ、それとサポート相談業務などの

委託が３６１万５，０００円、それとみらい応援Ｒ

ｏｏｍでのキャリア相談や起業相談などの委託が

１２２万円でございます。 

 続きまして、キャリアデザイン推進事業について

は、岸本参事のほうからご説明いたします。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） そ

れでは、９６ページ、９７ページをご覧いただきた

いと思います。それでは、私からはキャリアデザイ

ン推進事業の予算について説明させていただきま

す。 

 全体事業費は、当初予算ベースで２０２１年度、

７５９万９，０００円、２０２２年度、１，１５７

万９，０００円で、約５割強の増となっています。

これは２０２１年９月に、消防の職場の環境改善支

援のための予算を追加補正しておりまして、最終的

な補正後の事業費が１，１６２万１，０００円とな

っておりますので、ほぼ前年度と同等の予算額の計

上とさせていただいております。 

 本日は事務費関連以外の業務委託料について説

明をさせていただきます。ちょうど上の固まりの下

段のほうなんですけれども、業務委託料１，１０１

万５，０００円、その内訳といたしまして職員研修

業務が４３５万５，０００円、この研修内容につき

ましては、昨年と同等の内容を考えております。階

層別、あるいは世代に応じて必要なスキルを身につ

けるべき内容について研修を予定しておりますけ

れども、さらに定年延長になるだろうということを

見越しまして、シニア層のキャリアプラン研修等も

盛り込む予定にしております。いずれも仮称ですの

で、名称はこれから調整に入らせていただきます。 

 それから、職員意識調査業務６６万円です。これ

は毎年１回、全正規職員を対象にアンケートを実施

しておりまして、その結果を基に働き方、働きやす

さ、働きがい、働き続けたい、そういった指標を設

けまして調査を行っております。特にその中で、自

由記述の欄に職員の本音といいましょうか、そうい

った意識がかいま見えてきますので、その中から課

題を拾い上げまして、働きやすい職場づくり、働き

がいのある職場づくりに向けて、このキャリアデザ
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インの中で調整を進めております。 

 次に、職場環境改善支援業務、消防の職場を対象

としております、４８０万円。消防にかかわらず、

同様の事案が全職場に起きかねないとも限りませ

んので、その手法なりスタイルを全職員にも活用で

きるようにしたいと思っております。 

 これにつきましては、まだ２０２１年度から引き

続きの業務になっておりまして、最終的には２年間

でゴールを目指しておりますので、働きやすい職場、

そして信頼性の高い職場、信頼し合える職場づくり

を目指して、今、調査と検討を進めております。具

体には、ワークショップを相当回数行いまして、消

防職員の皆さんの本音であるとか、自分たちが何の

ためにこの仕事をして、どうこれから臨んでいくべ

きかというような職場構造の改善も含めて、それぞ

れ意識啓発なりを行っておりますので、具体の方針

なりはこれからということになります。 

 それから、一番下なんですが、事業推進アドバイ

ザリー業務１３２万円、これは全てのこのキャリア

デザイン事業の推進に係る総合的なアドバイザリ

ー業務プラス、２０２２年度はこのプランの後期の

プランを策定する年度になっておりまして、その後

期プランに向けたアドバイスをいただく予定にし

ております。 

 私からは以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） 続きまして、歳入につ

いてご説明いたします。 

 ３５ページをお開きください。３５ページでござ

います。３５ページの一番下にございます国庫支出

金の中で、総務管理費補助金の一番下です。地域女

性活躍推進交付金でございます。１８２万円計上し

ております。これは新年度、新規で計上しておりま

して、歳出の中で子育て中の女性の就労促進事業の

女性デジタルマーケティング人材の育成事業３６

４万円の事業費ご説明したんですけど、その２分の

１の補助率の国の交付金、内閣府の交付金でござい

ます。 

 続きまして、４１ページをご覧ください。４１ペ

ージでございます。一番下の地方創生推進交付金で

ございます。この地方創生推進交付金、１億７９０

万円のうち７７７万１，０００円がジェンダーギャ

ップ対策室のジェンダーギャップ解消をはじめ３

つの事業の交付金でございます。７７７万１，００

０円でございます。 

 続きまして、６１ページをご覧ください。６１ペ

ージでございます。中ほどちょっと下に、繰入金の

中で地域振興基金繰入金がございます。５億２，９

００万４，０００円のうち１，８００万円がジェン

ダーギャップ解消など、ジェンダーギャップ対策室

の４つの事業の歳入でございます。以上でございま

す。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、中奥情報推進課

長。どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） それでは、１０７ペ

ージをお開きください。真ん中少し下の行政情報化

推進事業費です。まず、報償金ですが、デジタルト

ランスフォーメーション推進のため、市職員の階層

別研修を予定しており、その講師謝金として計上し

ております。 

 その下の消耗品ですが、ソフトウエアのライセン

ス更新として１，４１６万５，０００円を予定して

おります。 

 続きまして、業務委託料のうちシステム開発業務

として８，８９５万６，０００円を予定しておりま

す。主なものとして、基幹情報システムの更新業務

が４，６７１万７，０００円、番号連携サーバー改

修業務が１，１９０万円、ぴったりサービス対応改

修業務が１，２５０万円などです。 

 その下の情報戦略アドバイザリー業務は、デジタ

ルトランスフォーメーション推進を図るため、専門

的知識を有するアドバイザーから助言やサポート

を受けるため、６６０万円を計上しております。 

 その下の情報セキュリティー外部監査業務につ

きましては、総務省の情報セキュリティーガイドラ

インに基づきまして、外部監査を１２０万円で委託

することとしております。 

 次は、クラウド使用料は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ３
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６５のクラウド使用料として計上しております。 

 その下の事業用備品は、庁用ノートパソコン１０

０台とＬＧＷＡＮサーバーの購入費となっており

ます。 

 続きまして、歳入です。 

 ７１ページをお願いします。よろしいですか。 

 下から１５行目になります。雑入の補助金、交付

金のデジタル基盤改革支援補助金６２５万円につ

きましては、ぴったりサービス対応改修費用の２分

の１が補助されるものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃ続いて、若森コミュ

ニティ政策課長。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） 予算書１２

１ページ、下のほうになります。地域コミュニティ

推進事業費１億６，３３５万１，０００円です。こ

の事業費の主な内容は、地域コミュニティ活動の財

政支援であり、業務委託料と、それから交付金が大

きな額を占めています。 

 業務委託料になります。業務委託料は今年度に引

き続き中間支援組織への業務委託を行うもので、地

域づくり計画の策定を含む地域づくり活動全般へ

の支援の委託料として１，３７５万円を計上してい

ます。 

 次に、１２３ページになります。交付金です。こ

れは２９の地域コミュニティ組織活動に対するコ

ミュニティづくり交付金１億３，９４１万４，００

０円と、それから地域の新たな事業立ち上げや計画

づくりへ対応するための活性化交付金として４０

０万円を計上しています。 

 次に、すぐ下ですね。コミュニティセンター管理

費になります。これは各コミュニティセンターの施

設管理に係る経費になります。こちらでは、特に改

修工事関係について説明します。まず、投資委託料

です。設計や監理業務の委託料として、投資委託料

で１，３４０万円、それから補修工事費で、合計５，

２５０万円を計上しています。 

 まず、来年度のコミュニティセンターの長寿命化

工事になります。清滝コミュニティセンターの長寿

命化の改修工事、それから日高コミュニティセンタ

ーの長寿命化改修に向けた設計を行いたいと考え

ています。 

 次に、修繕工事になります。１つは、合橋のコミ

ュニティセンターの照明器具の改修工事です。照明

が暗くなっている状態なんですけれども、既設の蛍

光管が製造中止で交換できないため、ＬＥＤに改修

するものです。 

 もう一つは、高橋地区コミュニティセンターの女

子トイレです。個室ブースがとても狭くて使いづら

い状態のため改修を行いたいと考えています。 

 次に、歳入になります。 

 予算書７３ページになります。下のほうに記載の

あるコミュニティセンター事業債として、先ほど説

明したコミュニティセンターの改修工事の費用の

財源として５，８００万円を計上しています。 

 それから、予算書７７ページになります。７７ペ

ージの下のほう、一番最後になります。過疎対策事

業債です。合計が１億２，７７０万円ですが、その

うち城崎、竹野、それから但東地域のコミュニティ

への交付金の財源として３，４５０万円を計上して

います。 

 それから、少し戻っていただきまして予算書６１

ページになります。６１ページの中ほどちょっと下

になります。地域振興基金繰入金です。地域振興基

金繰入金の５億２，９００万４，０００円記載され

ていますが、コミュニティ推進費の財源として１，

６００万円を見込んでいます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 谷垣城崎振興局地域振興

課長。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） それでは、

予算書の１０９ページをご覧ください。中ほどの下

の段にあります城崎振興局費、それから調査管理費

及び自動車管理費について説明いたします。 

 まず、調査管理費でございますが、総額で１，１

９９万２，０００円を計上しており、前年度当初予

算と比較しまして１３万４，０００円の減額となっ

ております。その主な要因といたしまして、今年度

に庁舎の各階の防火扉及びエレベーターの防火シ
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ャッターなどの防火設備の改修が完了し、当該経費

相当分が減少したという内容でございます。 

 そのほかにつきましては光熱水費、保守点検委託

料及び業務委託料などが主な経費となっておりま

すけれども、例年と大きな変更はございません。 

 次に、同じく１０９ページの下から３行目でござ

いますけれども、これから１１１ページの上から３

段目まで城崎振興局の自動車管理費の関係でござ

います。総額で１４６万４，０００円を計上いたし

ておりますけれども、今年度と同額となっておりま

す。内容につきましては、城崎振興局が所管してお

ります公用車に係る管理経費で、例年と大きな変更

はございません。 

 次に、歳入でございますけれども、歳入につきま

しては、総務使用料の城崎市民センター使用料、そ

れから行政財産の目的外使用料並びに雑入などを

計上しておりますけれども、例年と同様の内容とな

っております。 

 城崎振興局からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、山根竹野振興局

地域振興課参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） １１１

ページをお開きください。１１１ページ、２枠目、

竹野振興局庁舎管理費についてです。下から９行目

の補修工事費１，５４０万円につきましては、竹野

庁舎キャノピーの経年劣化による著しいたわみに

よってパネル等の部材落下の危険性が高まったこ

とによる補修工事費で、新年度早期着工を図るため、

昨年１２月議会において債務負担行為補正をお願

いいたしました設計業務に係る補修工事費となり

ます。 

 その７行上にある投資委託料２５３万円がこの

工事に係る設計監理業務の委託料でございます。 

 そのほか主なものでは、庁舎の光熱水費、電気設

備、エレベーター等の保守点検、宿日直業務委託料

はほぼ例年どおりとなっておりまして、この庁舎キ

ャノピーに係る工事費等に係る分、約１，８００万

円が対前年度で増となっております。 

 次に、同じページの下から７行目です。自動車管

理費につきましては、振興局管理公用車６台の管理

費でして、２０２２年度中に所有車両２台を廃車し、

所管替えにより１台を新たに配備することでトー

タル１台減としております。 

 次に、歳入についてご説明をいたします。前に戻

りまして７３ページをお開きください。よろしいで

しょうか。 

 ７３ページ、下枠の上から６行目の庁舎整備事業

債の竹野庁舎７１０万円は、竹野庁舎キャノピーの

補修工事に係る分で、庁舎のうちその起債対象とな

る図書館及びコミュニティセンターの面積割合４

０％分となります。 

 最後に、第３表地方債についてです。１０ページ

をお開きください。これ、上から６行目の庁舎整備

事業債の竹野庁舎７１０万円はただいま説明をい

たしました起債に当たるものとなります。 

 私からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、中川日高振興局

地域振興課長。どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（中川 光典） それでは、

１１３ページをお開きください。中段、日高振興局

庁舎管理費です。例年と大きな違いは、下から８行

目の整備工事費８１６万９，０００円です。これは

日高庁舎玄関ホールの壁タイルが経年劣化により

一部剥がれ落ちている状況にあるため、ホール壁タ

イル全面の改修工事を行うものです。 

 その下、庁舎備品４万７，０００円については、

刈り払い機を購入するものです。 

 次に、その下段、自動車管理費です。これは日高

振興局が所有する８台の公用車に係る管理費です。

令和４年度は公用車保有台数の見直しの観点から、

日高振興局の保有台数を現在の１０台から２台減

らし８台にする予定にしております。 

 最後に歳入でございます。６９ページをお願いし

ます。真ん中辺り、光熱費等使用者負担金の４行下、

日高庁舎１２０万円です。これは庁舎に入居してい

る豊岡市商工会等の光熱費を計上しているもので

す。 

 日高振興局からは以上です。 
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○分科会長（村岡 峰男） 続いて、今井出石振興局

地域振興課長。どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） １１５ペ

ージをご覧ください。上から２枠目の出石の庁舎管

理費です。総額で１億４，５６１万２，０００円を

計上しており、前年度と比較して１億１，２４６万

８，０００円の増額となっております。 

 主なものとして、庁舎の長寿命化工事を実施する

費用として、投資委託料に設計監理費５０９万８，

０００円と、整備工事費１億２，７００万円を計上

しております。 

 次に、１３７ページをご覧ください。下のほうの

出石永楽館歌舞伎開催事業費です。総額で８，４４

６万１，０００円を計上しており、前年度と比較し

て２０９万８，０００円の減額となっております。

減額の主な要因は、７行下の手数料のうち、スタッ

フのＰＣＲ検査手数料を前年度より２３１万円少

ない４６２万円を計上したことによるものです。 

 下から９行目の松竹さんへの公演事業委託料は、

前年度と同額の５，６１０万円を計上しております。 

 次に、３０９ページをご覧ください。下から３行

目の文化財保護事業費です。このうち３２７万７，

０００円が出石振興局地域振興課に関係する分で

す。 

 主な内容は、３１１ページ、次のページですが、

３１１ページの中頃の補修工事費で、辰鼓楼の外壁

塗装が色あせてきているため、防腐剤塗装を行う費

用３２６万５，０００円を計上しております。 

 次に、同じページの下から５行目の伝統的建造物

群保存地区保存事業費です。総額で２，１１９万３，

０００円を計上しており、前年度と比較して１，０

４３万９，０００円の減額となっております。減額

の要因は、伝建地区防災計画の策定を終えたため、

それに係る費用が不要となったことなどによるも

のです。 

 令和４年度の主な事業として３１３ページ、上か

ら１１行目をお願いします。補助金ですが、伝統的

建造物の保存修理事業に対するもので、３軒分１，

９１８万２，０００円を計上しております。 

 次に、３３１ページをご覧ください。上から２行

目の資料館管理費２４８万７，０００円です。 

 １行下の修繕料は、離れの玄関の床や廊下の壁面

等の修繕費として７０万円を計上しております。 

 その少し下の項目、加藤弘之生家記念館管理費１

３４万９，０００円です。 

 １０行下の設置工事費は、自動火災報知設備の設

置工事費として７０万円を計上しております。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。 

 まずは伝建事業に係るものです。４１ページをご

覧ください。上から５枠目の５節社会教育費補助金

の３つ目、重要伝統的建造物群保存地区保存修理費

補助金９６４万６，０００円が保存修理事業３軒分

に対する国庫補助金です。 

 次に、５３ページをご覧ください。下から３枠目

の５節社会教育費補助金の３つ目、同じ名称の４８

２万３，０００円が県補助金です。 

 次に、永楽館歌舞伎開催事業に係る主な歳入を説

明します。６７ページをご覧ください。上から５行

目の頒布代の書籍等のうち、１６２万５，０００円

が番付、歌舞伎の当日に配付するパンフレットです

か、その販売収入分です。 

 次に、７１ページをご覧ください。下から７行目、

永楽館自主事業助成金として、日本芸術文化振興会

からの３００万円の助成を見込んでおります。 

 次に、７３ページをご覧ください。上から９行目、

市民会館等入場料の永楽館分５，１３６万円を歌舞

伎チケット販売収入として見込んでおります。 

 次に、同じページの下の枠の上から５行目をご覧

ください。庁舎整備事業債のうち、出石庁舎６，５

１０万円が庁舎長寿命化工事分の起債分となって

おります。 

 私からは以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、大石但東振興局

地域振興課長。どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） １１５ペ

ージをご覧ください。説明欄の下段になります。但

東振興局庁舎管理費として１，４０９万２，０００

円を計上しています。 
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 主なものにつきましては、次の１１６ページにか

けまして光熱水費、修繕料等、例年と大きな変更は

ございません。あっ、失礼しました、１１７ページ

にかけてでございます。 

 その中段に、自動車管理費１８２万９，０００円

を上げております。これも公用車の管理費でござい

ます。例年と大きな変更はございません。 

 続きまして、３０７ページをお願いいたします。

説明欄の中ほどに、東井義雄の心を伝える推進事業

費５５万円を計上しています。今年度から東井義雄

先生が収集されました資料の整理保存、こちらのほ

うにも着手してまいります。 

 それから、３２１ページをご覧ください。説明欄

の中ほどに但東市民センター管理費１０８万５，０

００円、市民センター管理に係る経費を計上してお

ります。 

 主なものは保守点検委託料で、これにつきまして

も例年と大きな変更はございません。 

 それから、歳入のほうにつきましても例年と大き

な変更はございません。 

 以上で説明を終わります。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、三笠会計課長。 

○会計課長（三笠 孔子） それでは、８９ページを

お開きください。真ん中の枠ですけど、会計管理費

です。会計課の事務に係る通常の経費です。収納事

務手数料、システム等の保守料等が主なものとなっ

ております。システム修正手数料、コピー代等の減

額により昨年度よりも１２万６，０００円の減額と

なっております。 

 続きまして、９１ページをお開きください。真ん

中から下のほうに基金管理費というのがあると思

います。その基金管理費の積立金のうち、利子分が

１，５３６万円、積立金の（利子）って書いてある

分の合計が１，５３６万円となっておりまして、そ

こが会計課の所管になります。 

 歳入のほうに基金運用利子という歳入項目があ

りまして、その利子から果実運用分と土地開発基金

の利子を除いた分を積み立てるものです。昨年度よ

り１，０３１万５，０００円の減額となっています。

減額のうち２０万円は、昨年３月、土地開発基金条

例が改正され、土地開発基金運用利子の繰出金がな

くなったことによるものです。ほかの減額の理由等

については歳入で説明させていただきます。 

 歳入のほうに移ります。 

 ５７ページをお開きください。これも真ん中の枠

の財産収入の中で、２の基金運用利子１，６６７万

３，０００円を見込んでおります。令和３年度末の

基金残高見込みに応じて、前年と同程度の利率で各

基金の利子の収入見込みを算出しております。ここ

から果実運用分の福祉基金、それから水と土保全対

策基金、植村直己顕彰基金、東井義雄遺徳顕彰基金

と土地開発基金の１３１万３，０００円を差し引い

た１，５３６万円が先ほど歳出のほうの積立金に計

上しております。 

 利子のほうでいうと、昨年に比べると１，００３

万５，０００円の減額になります。積立金の減額金

額との差は、果実運用分と土地開発基金の増減の差

となります。 

 減額の主な理由です。令和３年度、当初予算要求

時には令和２年度末に金銭信託の運用が終了する

ことを見込めず、当初予算には金銭信託分として１，

２００万円を計上しておりました。しかし、金銭信

託の運用は昨年の３月２３日に終了し元金が償還

されましたので、令和３年度以降、利子の収入はな

くなりました。よって、前年度からの減額は金銭信

託利子分の減が大きな要因となります。 

 また、３年度当初予算では、金融機関の定期預金

の利率を低く見積もっておりまして、４年度は３年

度の実績の利率と同程度を見据えたため、金銭信託

を除く分では果実運用分が８万円の増、その他の基

金の分で１８８万５，０００円増となっております。 

 それから、雑入等収入があるんですけど、例年と

大きな変更はないんですが、１つ、請求書用紙頒布

代というのが前年度まで計上しておりました。これ

業者の方に使っていただく市伝票の販売代だった

んですけど、市伝票を廃止しましたので、３年度中

に販売終了しておりますので、４年度は予算計上を

しておりません。 
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 私からは以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、宮岡選管監査事

務局長。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） それでは、１４

１ページをお願いいたします。１４１ページ、税務

総務費のうち監査委員事務局の所管分についてご

説明を申し上げます。 

 最上段に人件費といたしまして委員報酬９万８，

０００円ございますが、これは固定資産評価審査委

員会委員３名の方への報酬でございます。過去の審

査申出の傾向を勘案の上、５回の委員会開催を見込

んでおります。 

 同じく税務総務費のうち末尾に記載の固定資産

評価審査委員会費５万９，０００円でございますけ

れども、これは委員会の経常的な運営費といたしま

して、前年度当初予算並みを見込んでおります。 

 続いて、１４４ページ、１４５ページをお願いい

たします。１４５ページ、選挙費のうち選挙管理委

員会費ですけれども、主立ったものについてご説明

をいたします。委員報酬１４０万４，０００円は選

挙管理委員会委員４名の方への報酬でございます。 

 次のページ、１４７ページでございますけれども、

１４７ページ記載の選挙管理委員会費、総額４６万

２，０００円につきましては、委員会の経常的な運

営費でございます。 

 次の第５目参議院議員選挙費は、参議院議員の任

期満了による通常選挙に係る執行経費でございま

す。参議院議員の任期が本年７月２５日に満了いた

しますので、７月上旬の選挙執行を見込んでおりま

す。 

 まず、人件費といたしましては、事務補助として

の会計年度任用職員への報酬１５７万４，０００円

及び期日前を含む投票管理者、投票立会人及び開票

立会人等への非常勤職員報酬４０３万２，０００円

を計上いたしております。 

 このほか、選挙用ポスターの掲示板などの選挙用

資材につきましては、通常必要なものではあります

けれども、本年執行いたします選挙につきましても、

新型コロナウイルス感染症予防のための消耗品を

十分に確保しておく必要がございます。これらの消

耗品を含めて、消耗品費総合計で９１２万１，００

０円、賄い料としての食料費で１３６万４，０００

円、投票所入場整理券の発送経費を含みます通信運

搬費が２３４万３，０００円、自動読み取り機の事

前点検や設置に係る手数料１３１万７，０００円、

投票所入場整理券の作成業務やシステムサーバー

機の更新業務等の業務委託料で５１３万９，０００

円、その他庁用備品の購入費を合わせ、選挙費とい

たしましては総額で２，３７４万円を見込んでおり

ます。 

 なお、このほかに、先ほど人事課のほうから説明

もしていただきましたけれども、人事課所管の予算

といたしまして、会計年度任用職員に係る人件費並

びに投開票事務従事者等への時間外及び休日勤務

手当など、これらも計上いただいておりますので、

参議院議員選挙費といたしましては総合計４，５９

１万６，０００円となります。 

 続いて、１４９ページをご覧ください。第８目県

議会議員選挙費でございます。２０２３年、令和５

年４月２９日に任期が満了します兵庫県議会議員

選挙に係る執行経費でございます。２０２３年４月

上旬には統一地方選挙として執行される見込みで

すけれども、２０２２年、令和４年度中に準備して

おく必要がある経費を計上いたしております。 

 まず、人件費のうち、１４９ページ記載の事務補

助としての会計年度任用職員への報酬で４５万６，

０００円、選挙執行に必要な経費といたしまして選

挙費１，０６１万２，０００円を見込んでおります。 

 したがいまして、２０２２年、令和４年度中に計

上いたします兵庫県議会議員選挙費といたしまし

ては、総合計１，１０６万８，０００円となります。 

 次に、１５３ページをご覧ください。１５３ペー

ジ、監査委員費でございます。 

 主立ったものについて説明をいたします。委員報

酬２８１万６，０００円は、監査委員さん３名の方

への報酬でございます。監査事務費総額９７万９，

０００円につきましては、監査委員事務局の経常的

な運営費でございます。 
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 続いて、歳入でございますが、５５ページをお願

いいたします。よろしいでしょうか。 

 ５５ページの総務費委託金のうち、第４節選挙費

委託金について説明をさせていただきます。兵庫県

議会議員選挙の事務委託金で１，１０６万８，００

０円、参議院議員選挙の事務委託金で４，５９１万

６，０００円を見込んでおります。選挙執行に係る

事務委託金につきましては、先ほど歳入の部でご説

明をいたしました兵庫県議会議員選挙及び参議院

議員選挙に係る費用の総額とそれぞれ同額となっ

ております。 

 このほか、在外選挙人名簿の登録事務費として４

件分、３，０００円の交付を見込んでおります。 

 続きまして、６７ページをご覧願います。６７ペ

ージ、雑入のうち、下から４つ目の説明見出し項目、

監査事務負担金でございますが、これは北但行政事

務組合と但馬広域行政事務組合の監査事務を受託

しておりまして、その事務負担に係る人件費相当額

を負担金としてそれぞれの組合から頂いているも

のです。北但行政事務組合からは２１万２，０００

円、但馬広域行政事務組合からは２８万１，０００

円、総額で４９万３，０００円を見込んでおります。 

 最後に、９ページをお開き願います。９ページ、

債務負担行為でございますが、２０２３年４月２９

日に任期満了を迎える兵庫県議会議員選挙につい

て、投票所の入場整理券作成業務委託料３０６万３，

０００円を計上いたしております。先ほども若干触

れましたけれども、統一地方選挙として執行される

見込みでございまして、この選挙の告示を２０２３

年、令和５年３月３１日、投開票日を同年４月９日

というふうに想定をいたしております。 

 選挙管理委員会監査委員事務局からは以上でご

ざいます。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は２時１５分。 

午後２時０７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時１３分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） おそろいですので、休憩

前に引き続き、分科会を再開します。 

 既に説明を終えておりますので、これから質疑に

入ります。 

 質疑はありませんか。どうですか、ありますか。 

 じゃあ、松井さん。 

○委員（松井 正志） ほかの皆さんが考えていただ

く間に。 

○分科会長（村岡 峰男） 考えてください。 

○委員（松井 正志） サウンディング型で庁舎をは

じめとした公共施設の管理をするっていう担当は

ここでよかったんかいな。違う、行革か。（「行革

です」と呼ぶ者あり）いや、そうではなくて、そう

いうことをやるという趣旨等を含めて、庁舎管理と

いうんか、どっかの振興局でも、出石だったかな、

庁舎の修理が出てたんで、要するに共通の目で庁舎

をはじめとした公共施設の管理をする必要がない

かどうかというのを議論しようと思ったらここで

はないんだがな。行革でするんか。それもおかしな

ことだな。（「行革じゃなくて、財政というかマネ

ジメントのところで」と呼ぶ者あり）財政か。公共

施設マネジメント。 

○分科会長（村岡 峰男） 午前中だった。 

○委員（松井 正志） 午前中だったってことか。 

○分科会長（村岡 峰男） 担当はおるけど。 

○委員（松井 正志） いやいや、いいです。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 人事の関係はここでよかった

んだよね。 

○分科会長（村岡 峰男） そうですね、はい。 

○委員（松井 正志） 今回の情報、行革とＤＸとい

うんか、それが１つの部なり課に統合されることに

なるんだけども、その際の、事務はそれぞれ担当の

人が担当されるんでいいと思うんだけども、例えば

担当課長とか担当部長っていうのが１人の場合、片

や行革というブレーキをかけるような立場の人と、

それからＤＸという新しい業務を広げる人ってい

うのが、例えば１人の部長なり課長でやるいってい

うことは非常に適切じゃないというふうに人事制

度としては思うんだけども、こういう質問はここで
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いいんかな。 

○分科会長（村岡 峰男） 誰が。 

 どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 今おっしゃいましたよう

に、ＤＸの部分と行政改革、そこを１つになってお

ります。ただ、ＤＸを進めていくという事柄の中に、

行政改革、業務改善していくっていう事柄が当然入

ってきますので、その部分で一体として進めていた

だきたいなという考えで今のところ考えておりま

す。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） それも、そういうふうな捉え

方もできるんだけども、そうなるとＤＸを非常に狭

い範囲で使うようになるんだけども、本来ＤＸって

いうのは、僕も詳しくは知らないんだけども、行革

とかそういう狭い範囲ではなくて、もっともっと広

い展開をしていくような仕組みの業務ではないか

なというふうに思ってるんですわ。そうなるとね、

行革にくっつけることによって非常に限られた業

務しかできない、というよりも、そういう視点しか

生まれてこないような気がするんで、非常に面白く

ないなというふうに思ってるんですけど、そういう

議論をされたんでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） そのＤＸの部のところに、

デジタルトランスフォーメーション推進部という

形にしております。そこでＤＸを推進する、それか

ら既存の情報推進についてもその分の中に一部入

ってきておりますので、そこまで一体的に進めてい

くという形では考えております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 補足、関連。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） 補足します。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） ＤＸ、１１月でし

たか、１２月でしたか、ＤＸの戦略について説明さ

せていただきました。ＤＸなんですけども、松井副

委員長おっしゃるように、長期的にはまちのＤＸに

取り組みます。まち全体のＤＸに取り組みます。な

ので、今おっしゃるように広い範囲のことをやらな

ければならないというふうに考えております。 

 一方で、短期的には、戦略で長期目標、中間目標

と分けてるんですけれども、その中間目標では市役

所の業務の見直しに取り組む、まず中間目標で市役

所の業務の見直しをやって、その次にまち、要は広

いＤＸをしようとしております。なので、現段階で

は、まずやるのは市役所業務のほうに大きくウエー

トを置きますので、ＤＸと行革がセットにするほう

が業務はやりやすいのではないかというふうに思

っております。 

 ただ、一方で、長期目標、市民一人一人にデジタ

ル技術の恩恵が行き渡り、多様な市民の多様な思い

がかなえられているというふうに置いております

ので、それを見据えながらＤＸに取り組んでいきた

い、かように思っております。以上です。 

○委員（松井 正志） そういうふうに長期目標を定

めてある中で、広い視野も持つんだということが分

かればそれでいいんでしょうけども、できるだけ、

ＤＸといえども新たな投資っていうのは必ず必要

だと思いますんで、行革という狭い範囲ではなく、

狭いというんか限られた考え方の下ではなくて、広

い視野に立っていただくようにぜひお願いをして

おきたいと思います。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） ちょっと関連か、関連じゃな

いですね。支所も含めてですけども、自動車管理に

ついてお尋ねします。 

 公用車の関係ですね。ほとんどがリースというふ

うなことだと思うんですけども、いやいや、そうじ

ゃなくて当然買上げ、それと、これからの行革、ほ

かの支所では１０台を８台に減らしますよという

ふうなこと。今、ＤＸの話ありましたけども、毎年

毎年その辺の台数と切替え、リース期間の切替え、

その辺については総務でやられとるんか、それぞれ

支所を含めて業者選定ですね。まず、リースと買取

りの考え方、それからリース期間の考え方、それと

その辺の行政、多分見積りか何かでされてると思う

んですけども、その辺は、いやいや、振興局は振興

局で、いやいや、全部それはもう本庁でやりますよ。 



 39

 それと、あと台数の管理ですね。どういうふうに、

多分減っていくようになるのかなと。どういいます

か、いろんな意味で直接出向くというよりも、ＤＸ

も含めて今後の見通しといいますんか、今後の予算

から含めて、何かその辺も含めたところで台数減じ

たり、そういうことの考え方が反映されてるのか、

それをちょっと教えていただきたいなと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） まず、台数の関係でござ

います。基本、総務課が所管してますのは、本庁で

総務課が、共用車両として、専用車両を持ってない

部課、あるいは振興局であってもちょっと車、イベ

ントするから足りないよとか、マイクロバスですと

か、そういったものを総務課が所管をしておりまし

て、各振興局、あるいは立野庁舎、あるいは上下水

道部、それぞれがそれぞれで予算を持ってそれぞれ

で公用車の管理をしているというのが豊岡市役所

の中の自動車管理のまず在り方です。 

 先ほど当初予算の説明で何台減らしたとかとい

うお話がございましたけども、これはちょっとＤＸ

は全く別次元のほうで動いていまして、といいます

のが、一昨年、ちょうど２０２０年度予算でしたか、

の予算査定の中で、ある部局の予算査定で市長復活

要求の場面に呼ばれまして、公用車の稼働率の資料

をちょっと一遍見せてみろといって市長に言われ

まして見せたところ、非常に稼働率が悪いと、台数

多過ぎるんじゃないかという話がそもそもの発端

で、２０２１年度中に、実際コロナ禍ではない頃の

稼働時間、出動回数とかっていうのを、総務課だけ

ではなくって出先もひっくるめてデータ化いたし

まして、稼働率を見極める中で、本当に稼働率の悪

い車は、もうちょっとこれは廃車するなり、リース

期間、リースアップでもうそれは更新しないという

方針にしたりということで、私、あちこち出向きま

して、それで結果減ったということで、ＤＸとは今

回、先ほど説明があった公用車の削減とはちょっと

別次元だということでございます。 

 あと、実際、市役所が保有してます車の大部分が

もうリース車両でございます。買取りというのはも

うブルといいましょうか、作業車とか、よっぽど特

殊作業でない限りはリース車両で、ほぼリース期間

はおおむね５年、３年みたいなところでございまし

て、先ほど申し上げましたけども、予算を持ってい

るところが見積り合わせなり、あるいは金額に応じ

て入札なりというのを執行してるっていうのが実

態です。 

 委員がおっしゃいましたように、今後ＤＸに向け

て確かに出向く、これまでは出向かなくては対応で

きなかった業務もＤＸで対応がもしできるのなら

ば、それこそ公用車の削減も可能なのかもしれませ

んけど、まだ全然そちらのほうの全体的な青写真と

いうのはまだ描けてないというのが実態でござい

ます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） コロナ云々で、リモートとか

これからＤＸ云々ということで、住民のサービスで

すね。相手はその分も、むしろ住民の言わば出向く、

現場にというふうなことの中での対応力といいま

すんか、やっぱり公用車必要でございますので、十

分その辺も勘案しながら、当然各総合支所でもやっ

ぱり、全然業務は一緒ですけども、面積といいます

んか、範囲といいますか、それも非常に広範囲なと

ころもありますので、十分勘案されてというふうな

ことを思いますので、よろしくお願いしたいなと思

います。 

 引き続きよろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、お願いします。 

○委員（浅田  徹） コミュニティのほうで、すみ

ませんね。よろしくお願いします。 

 内容は２点あります。１つは、やはり公共施設、

特に学校施設の見直し云々というふうなことが進

められています。その中で、気になるところが、や

はり教育財産、行政から、特に一般の施設が渡った

場合、コミュニティに活動しとった学校等施設云々

については、今度使用料をコミュニティは払わなく

てはいけないと。こういうのが言わば私は問題かな

というふうなことを思ってます。 

 その中で、どうでしょう、一括交付金の中でね、
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ほとんど、例えば奈佐なんかの事業、ほかに学校統

合云々ということで、学校が教育財産から普通にと

いうふうなことであるわけですけども、そうなった

ときの、コミュニティとしては重要な、学校は廃校

になっても体育館であったりグラウンドであった

り、そういうものはやっぱり２９の各コミュニティ

が同等に使える、言わば公共の中で均等の部分と人

口割とあるわけですけども、当然それは担保されて

同じ、同一に考えるというふうなことで、今後の見

通しといいますか見込みといいますか、どんどん施

設が言わば廃校になっていく。それについては当然

もう地元でそれはもうお支払いしなさい、それはそ

の中でおやりなさいというようなことなんでしょ

うか、どうですか、今のご見解とか考え方は、まず

一つ聞きたいのは、お願いしたいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） まず、コミ

ュニティ活動の拠点というのは、基本的にコミュニ

ティセンターをまずは活動拠点としています。ただ、

学校の施設を利用させていただいて、運動会とか文

化祭などを行う実態があると思います。この分につ

いては、うちが所管するんではなくて、例えばサウ

ンディングなりで地域の利用というのも検討され

て、その中で判定項目に入ってるようですので、そ

の中でコミュニティとしては必要な使用料を、もし

使う場合は払っていくという考え方になるかと思

います。 

 その中で交付金をどのように利用されるかとい

うのは、各コミュニティが判断されることになるの

で、こっちからそれを使うがために交付金を増額す

るということは基本的には、ごめんなさい、考えて

いないです。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） やはり今の形態としてね、や

はり公民館、公民館という、名前は変わりましたけ

ど、同じ感覚、意識、それを継承される人づくり部、

それにいろんな地域の要素ということがあるわけ

ですけども、市長部局に代わってですね。やっぱり

学校から生涯学習までも一つの、やっぱり公民館等

からも全く縁が切れちゃって、地域の独特な、言わ

ば自由に、自主自立と言いながらね。一番活動の拠

点とか施設の担保とか、それはやっぱり市が考えて

いかなくてはいけない要素であるんじゃないかな。

いやいや、区長会で借りていく、計画して半年、そ

れは区長会で払いますよみたいな、なかなかその辺

がかなり温度差で、ちょっと不公平感を感じるなと

いうところあるんですけども、やはりそういう進め

ていく、もちろん地域で自主自立ですけども、肝腎

な社会教育、社会改革というのは同じレベルで、地

元が元気よくそういう施設を活用できるというよ

うな、それはやっぱり市が考えていかなくてはいけ

ないことじゃないかなと思いがあります。やっぱり

その辺は同じような、まだ変わってないといいます

か、お考えでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） 正直学校施

設っていうのはかなり大きくて、負担というのが大

きいです。それを全てコミュニティが背負うってい

うのは難しいと思います。コミュニティになったき

っかけとして、地域の困り事っていうのを解決する

組織としても重要になってきているという観点か

ら、社会教育だけでなくて、別の例えば福祉とか、

そういった分野にも力を入れようということです

ので、その辺りは地域の実情に応じて選択されてい

くっていうことになると思います。 

 すみません、答えになってるかどうか分からない

んですが。 

○委員（浅田  徹） 最後に１つ、やっぱり一括公

金です。やっぱり今全体の予算が示されてます。や

はり８割が当然言わば均等割、あとの２割が人口割、

これはどうでしょう、毎年毎年その人口の増減、地

域によってはあると思います。それを勘案されなが

ら、特に人口割については算定をし直して、各それ

ぞれの組織のほうに言わば支援というふうな、交付

金という形で出してるおられるわけですか。ちょっ

とそこだけ確認をしておきたいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） 人口割とい
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う考え方があるのは確かなんですけれども、こちら

としましては、人口割は全体の２割ということなん

ですけれども、人口割というよりも活動内容につい

て交付金が妥当か、多いかどうかというところで、

その内容についてが交付金の多寡を決めることに

なるというふうに今のところ考えています。 

 今現在コロナが入ってきてまして、交付金が不足

しているっていう状況にはないというふうに認識

しています。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。私の

勉強不足だと思います。その辺はしっかり、ちょっ

と今期はあまり言えませんけども、また勉強させて

もらいたいなと、こんな思いがあります。 

 ジェンダーです、ジェンダーギャップ。非常に、

よろしいか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） ジェンダーギャップ、外部評

価のほうが高過ぎてというふうなことがあるわけ

ですけども、本来だったらもうある程度条例化に向

けてっていうふうな、以前そういうふうなこともあ

って、それは当然市政、トップが替わりました。そ

れはそれでいいと思うんですけども、この次、何を

見据えて、いろんな、ほとんどが委託費というふう

なことで、それぞれ著名な先生に来ていただく、そ

の辺の今年もほとんど委託費に頼る。さらに新たな

取組ということがあるんですけども、ゴールはない

と思います。 

 ただ、前市政みたいに、いや、もう条例化もして

こういくんだというふうな一つのスタンスを持ち

ながらね。どこを目指していくんやというふうなこ

とがあるんですけど、なかなかその辺が予算を見て

ても分かりにくい。やっぱり進めていかんなんとい

う、こうあるわけですけども、かといって、じゃあ

数値的に費用対効果がどうやということも、これも

難しいです。非常にまあまあ、私としては悶々とで

もやっぱり頑張ってほしいなということあるわけ

ですけども、今年目指されるとこ、もう少しちょっ

と詳しく説明していただければありがたいです。こ

れ質問です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室長（上田  篤） 今、

浅田委員ご指摘のように、なかなか成果が見えない

っていう、こちらの事業、取組でございまして、結

構まちの体質改善みたいな性格のものでもござい

ますんで、本当に少しずつ、一歩ずつ一歩ずつ前に

進みながら、少しでも気づきというんですか、まち

の中で固定的な性別役割分担の意識があったりと

か、無意識のうちに決めつけたり思ったりしちゃう

ということに、誰もがそれを持ってるということに

まず気づいていただいて、そっから行動変革に変え

ていくっていう取組。特に今、力を入れているのが

地域における啓発事業でして、今年度から２９の地

域コミュニティの中で、ぜひうちでもちょっと講師

に来ていただいて積極的にやっていきたいという

ふうに手を挙げていただいた地域コミュニティに

今年もずっと入っていって、啓発事業を進めていま

す。 

 それと、本会議でも田原委員のほうからご質問い

ただいた、特に地域コミュニティでのジェンダーギ

ャップ解消に力を入れておりまして、でも、まだま

だ２９地域の中で西気地区、西気地域コミュニティ

さんの場合はもうフィフティーフィフティーで男

女が半々という、こちら先進的な取組になってるん

ですけど、まだまだほかの地域、コミュニティにお

いて啓発事業が十分届いてないということがござ

います。やはりそういうモデル地域っていうのを設

定して、それを見える化することによって、そうい

う意味でどんどん、ジェンダーギャップ解消が地域

コミュニティの中で解消されたらこういうふうな

地域になっていくんだということを、さらにちょっ

と新年度からはそれ力を入れて、見える化という部

分にも力を入れていきたいなというふうに思って

ます。 

 それと、その下、地域コミュニティではなくて自

治会においても、結構４月に役員の改選、４月１日

であるんですけど、今お聞きしますと、結構な自治

会の数で、区長には男性なんですけど、例えば副区
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長とか会計や総務という、その三役の中に女性の方

が入っていかれるというケースが見え始めており

まして、その辺りをちょっと後押しというんですか、

啓発事業も含めて力を入れて進めていけたらなと

いうふうに思っております。 

 条例化についてなんですけど、まだまだちょっと

意識啓発ということ、そのジェンダーギャップ解消

の必要性とかメリット、意義についてご理解いただ

いてる市民の皆さんがまだまだ少ないということ

なんで、そこがもうちょっと進んでからその条例化

については、制定については検討を進めてはという

ふうに考えています。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） あんまり私ばっかりで、あと、

最後です。 

 特に今、ジェンダーも、自治会も含めて地域コミ

ュニティ、非常に言わば広めていきたい。その辺の

地域コミュニティ組織そのものは自主自立という

ようなことで、何もジェンダーだけじゃなくて、ほ

かのやっぱり活動、事業、それはもう行政から好き

におやんなさいということですので、その辺もやっ

ていこうと思ったらね。前の公民館だったら、例え

ば公民館の審議会があって、もう一つになってやり

ますでっていうことが言えたんですけども、なかな

か今の形、形ですよ。行政からどんどんコミュニテ

ィ、これはやっぱりやむを得んと思います。もう少

し双方に、行政もそうなんですけども、整理されな

いと、片や自由におやんなさいと言いながら、また

行政からいろんなものがやっぱり地域、特にコミュ

ニティ、商売もできる言いながらこう、あそこはも

うこうやんなさいと言いながら、いろんなものが強

制的に来る。それはやむを得んけど、その辺をもう

少し上手に、地域の言わば協力をしていただくやり

方といいますか、全てみんな棚卸しを地域のコミュ

ニティだということにはならないようにひとつ、市

民を挙げてということも分かりますけども、やっぱ

り方法論でもう少し何か一味必要だなと思うのと、

なかなかやっぱり探りながらという難しさがある

んですけども、聞いてましたらもう豊岡が何せ全国

に例のない、豊岡がやることが言わば一つの最先端

の取組という大変な事業を進めておられるという

のは百も承知なんですけども、その辺の住民の巻き

込み方、しっかり今年、今言われてるようなことを

中心にやっぱり一歩ステップアップできるように、

またしっかりと、これはお願いです。やっていって

いただきたいと思っております。よろしくお願いし

ます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 答弁はいいですか。 

○委員（浅田  徹） まあ、答弁はよろしいです。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、ほかに。 

○委員（前田 敦司） よろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） すみません、私も実はジェン

ダーギャップはすごい気になっている話題でして、

その中で３点ほど聞かせていただけたらと思いま

す。 

 先ほどの浅田委員からの話にもあったんですが、

具体的に取り組みされてる中でよかった例ってい

うのがもしあれば、多分始まったばっかりで、何で

しょう、いろんな取組されてる中で、具体的にはこ

ういうことはよかったなみたいな、もしあれば、そ

れが１点です。 

 ２点目が、ＬＧＢＴの問題もあると思います。子

供の頃からジェンダーギャップに対しての取組が

必要じゃないかというふうな計画だったり声もあ

るのかなと思うんですが、例えば中高生の制服だと

かトイレのことに関してはどういうふうにお考え

か、お聞かせください。 

 最後に、そういった声が、何でしょう、有識者の

方から聞く機会というのは比較的つくっておられ

るのかなと思うんですが、本当に市民を巻き込むと

いう意味も含めて、市内にお住まいの女性の方から

の声を聞く機会というのはどの程度お考えなのか、

その３点をよければ教えてください。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室長（上田  篤） まず、

前田委員からのご質問でよかった点という部分な

んですけど、今週も金曜日に市内の地域コミュニテ
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ィ２９地域を対象にジェンダーギャップ解消のセ

ミナーというか研修会をやるんですけど、去年５月

に実施した際に、これ城崎地域の会長さんのほうか

ら、ぜひうちでもちょっと先生来てもらってこの研

修会やりたいんだけどどないだろうということを、

こちらのほうご提案いただきまして、そのときの城

崎地域コミュニティなんですけど、そちらでやった

ときのテーマというのが、男尊女卑をぶっ壊せみた

いなテーマを地域のほうからこれでやってくれっ

て言われて、まさか結構そういう過激なテーマにな

るとは思ってなかったんで、それ７０代の会長さん、

男性の会長さんなんですけど、というふうに、そう

いう年代の方も徐々にやっぱり意識っていうのは

変わりつつあるなというのをすごくうれしかった

です。 

 それ、続いて、あと竹野地域とかにも入ってるん

ですけど、結構その地域サイドからぜひ来てくれと

いうふうに手を挙げていただけるようになったと

いうことは、すごくうれしかったことです。これが

地域について。 

 あと、職場については、今年度女性向けのセミナ

ーを、市内の事業所の女性社員さん向けと、あと今

まで女性社員向けのセミナー受けられた方と、あと

地域コミュニティだったりとか、あと実際フリーラ

ンスで個人事業主で起業されてる女性とかにもお

声がけして、２パターンでセミナーやりまして、そ

の地域の方とか、実際起業された方と社員さんとの

すごく何かいいつながりができて、その中で例えば

メンタリング制度ということをちょっと新規事業

でご説明したんですけど、その地域の中でそういう

ふうに頑張ってはる人にメンターになってもらっ

ていろんなアドバイザーという形、メンティーとい

うことでその地域の中でいろんな方、何か不安とか

心配を抱えながら頑張ろうとされてる女性に対し

ていろんなアドバイスをするというメンタリング

制度を新年度予算化というんですか、計上させてい

ただいてます。 

 それも実際市内の事業所向けの女性セミナーと

かに参加された方からのいろんなご意見とか、そう

いうのも制度があったらいいなというのを提案い

ただいたり、それが実際新規事業化できそうという

ところにつながってるという、結構市民の方からこ

ういうことしたいんだけどどうだろう、いずれはそ

ういう制度できたら私どもも一緒に頑張るからと

いうことをいただいてる、そういうことはすごくう

れしいことです。 

 それと、ＬＧＢＴＱの関係なんですけど、ジェン

ダーギャップ解消戦略、去年３月つくった戦略の中

では、性別っていう中でも根源的な男女に限定して

そういう戦略をつくったんですけど、今、第４次の

豊岡市男女共同参画プランというのを改定中でご

ざいまして、こちらのほうはそういう男女っていう

性別に加えて、ＬＧＢＴＱっていう性的マイノリテ

ィー、少数派の方も対象にいろんな取組をしていく

予定としてます。 

 実際、さっき浅田委員からも全国に情報発信して

ということで、結構全国からもそういう何かお電話

をいただくっていう結構あって、東京にお住まいの

何かＬＧＢＴＱの方から、例えばトイレの利用につ

いて、男性女性と分かれたときに、なかなか使いづ

らいというときに、別に誰でも入れるトイレを使う

んだけど、そのことについてはいろいろ何か、そう

いう意見交換があったりとかというような電話が

豊岡市役所のジェンダーギャップ対策室に入った

りするということもございますんで、ですから、何

かそういうところでいろんな情報網を入れながら、

今のＬＧＢＴＱの問題については専門家の方のア

ドバイスをいただきながら対応していきたいとい

うことを考えてます。 

 あと、制服関係については、結構今ジェンダーレ

ス、ジェンダーフリーの制服っていうことをどんど

ん採用されつつありますんで、その辺りは教育現場

と意見交換しながら、情報共有しながら進めていき

たいなというふうに考えてます。 

 特に幼稚園とか認定こども園とか保育所の保育

士とか幼稚園教諭とかを対象に今年度もジェンダ

ーギャップ解消のセミナーやってますんで、ここは

引き続きやっていって、また教育委員会とのご相談
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で、できれば小学校、中学校の教員に対してもこれ

ちょっとぜひ進めていきたいなと考えてます。以上

です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうですか。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。市民

の声を聞く機会というのが社員向けのセミナーだ

ったりとか、コミュニティのところで実際に上がっ

てきてるという認識でよかったでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室長（上田  篤） おっ

しゃるとおりです。それも機会の一つになってます。 

○委員（前田 敦司） よろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。大切

な取組の一つかなと思いますので、本当に先進的な、

なかなか事例がない中でのところだとは思うんで

すが、頑張っていただけたらと思います。 

 ちょっと余談ですが、今、つくっておられる第４

次男女共同参画プラン案の中では、ＬＧＢＴってい

う表示になってるので、ＬＧＢＴ、Ｓを入れるのか

Ｑなのかっていうところも含めて見られたほうが

いいのかなと思ったりはしました。すみません、余

談でした。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） もうちょっとありますんで。 

 選挙のことをお伺いしたいんですけども、平成１

７年に合併して以降、完全に事務が一元化できてな

いのは選挙と消防団だろうと思うんですけどね。選

挙なんですけれども、一元化されてるところもある

と思うんですけども、どういったらいいんでしょう

ね。今後を考えると、現在の体制でいいのかどうか、

宮岡局長、今年限りということでですね。何年かの

経験踏まえて、どういうふうにお感じになっておっ

たのか、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） 私の選挙経験、

３年という限られた期間ではありましたが、最初に

経験をさせていただいたのが３年前、夏の参議院選

挙でした。その当時はまだなかなか各振興局との意

思疎通ができてない部分があり、議員おっしゃるよ

うに一元化できていない部分っていうのが非常に

強く感じました。 

 それ以後、ちょっと反省を踏まえまして振興局と

の意思疎通はできるだけ密に取るように心がけて

きましたし、昨年４つの選挙が行われましたが、そ

の中でもお互いに補い合いながらどうにか無事に

執行できたなという感じがございますので、決して

１００％の一元化にはなっておりませんけれども、

それに向かってそれぞれが歩み寄り、理解し合う、

そういう土壌ができてきたのかなというふうに感

じております。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 事務の一元化というのは、や

り方をどっかに統一をするというのももちろん大

事でしょうけども、選挙の場合、事務をされる人を

確保するのが非常に大変だろうなというふうに予

測をしてるんです。ですから、そういうところをね、

例えば本庁で、どういったらいいんでしょうね、あ

る程度リストアップをするというようなことを含

めて、何か改善するような方法がないんでしょうか

ね。そこら辺で検討されてるようなことがあればお

聞かせいただきたいんですけども。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） おっしゃるよう

に、人を確保するというのは非常に難しい部分がご

ざいます。特に昨年の選挙では、コロナウイルスの

ワクチン接種のほうにほとんどの職員取られてい

たと、そういう時期もあった関係で、なかなか苦労

する部分がありました。事務をもう少し標準化・平

準化して、みんなで、誰が対応しても同じレベルで

こなせるようなことは考えていくべきだろうとは

思います。 

 ただ、ちょっとこれは話がそれるかも分かりませ

んけれども、今後、市役所全体としてデジタルトラ

ンスフォーメーション、それも推進されるという中

で、選挙の在り方もひょっとすればそっちに若干シ

フトしていく部分もあるのかなと。電子化について
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はかなり私、懸念しているところもございまして、

全国的に先進的に取り組んでおられた自治体が、電

子システムのトラブルで選挙自体が無効になった

という例もございます。 

 そういうことも踏まえる中で、できるだけリスク

を抑えながら効率的に向かっていけるところは向

かっていってほしいなというふうに考えておりま

す。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） ３年間経験されたんで、次、

来られる方は３年間のここを踏まえてやっていた

だくように、事務引継をやっておいていただくよう

によろしくお願いします。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） そのように引継

ぎをさせていただきます。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかはどうですか。 

 どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） 予算書の１０７ページ、情報

推進課の行政情報化推進事業費の中、業務委託料結

構な金額がついておりますが、中でも、教えていた

だきたいのが、再度確認というか、もう一度聞かせ

てください。情報戦略アドバイザリー業務の金額と

内容についてもう一度教えてください。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） アドバイザリー業

務、大きく３つに分けております。１つが、今現在

住民票とか戸籍とか介護保険とか、基幹系の業務と

いいますけども、そちらの運用ですとか、そうです

ね、あとは、何ですかね、システムの予算がこれで

適正なのか、導入経費や保守費用がこれで適正なの

かっていうのを見ていただく、ＩＣＴのガバナンス

と言ってますけども、そのアドバイザーが１人、そ

れからもう一つがＤＸとか業務改善、これは役所の

仕事ですとか市民サービスの向上につながるアド

バイザーが１人。それから、近しいんですけれども、

市民の目線に立ったときにどういうサービスをす

べきかというふうな、サービスデザインと呼んでま

すけれども、このアドバイザーが、アドバイザーと

いうかここはスポット契約を想定してますけども、

この３者を想定しています。 

 ＩＣＴのガバナンスが、金額言ったほうがいいで

しょうか。 

○委員（小森 弘詞） はい。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） ＩＣＴのガバナン

スが２７７万２，０００円、それから業務改善、Ｄ

Ｘが３５２万円、それからサービスデザイン、ここ

はアドバイザーというよりはサポートですけれど

も、これが３０万８，０００円、合計で６６０万円

を計上しております。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（小森 弘詞） ありがとうございます。それ

ぞれ結構な金額かと思いますが、これも単年度契約

で、昨年に続いての契約っていう方がほとんどとい

う理解でいいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） はい、単年度契約

で１年やってみて、その都度見直しを入れていくと

いうふうなことを考えております。まだ業者の選定

はしておりませんけれども、２０２０年度はちょっ

とお金の入り繰りを少ししまして、２０２１年度は

アドバイザー２人でしたけども、２０２２年度はア

ドバイザー３人にしたいというふうに思っており

ます。そこを２０２１年度をやってみて、その業務

量で少し費用の見積りを変えて、お支払いをする費

用を変えて再構築しようというふうに思っており

ます。その関係から、毎年度見直し、契約というの

を繰り返すのが現時点ではいいのかなというふう

に思っております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） ありがとうございます。結構

な金額ですし、外部の視点、ガバナンスチェックと

いうのは重要かとは思いますので、しっかりと評価

をしていただいて運用していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） よろしいですか。 

○委員（小森 弘詞） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 
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○委員（太田 智博） 私も先ほどの小森委員のほう

からありました、情報戦略アドバイザリー業務６６

０万円、先ほど３つの柱をということで説明ありま

して、私もちょっと高いなと思いながら今の説明受

けて、今後１年間されながら、またそれの変更もさ

れるのかなと思うんですけど、９７ページのジェン

ダーギャップだったかな、のとこにも事業推進アド

バイザリーということで、これ４８０万円というよ

うな説明があったかと思うんです。あっ、これは３

２万円だった、３２万円っていうふうな説明があっ

たと思うんですけども、これは、そのえらい値段の

ギャップが６６０万円と比べるとあるなというふ

うに見させてもらってたんですけど、ちょっとこの

キャリアデザイン推進事業費の中の数項目につい

て私も確認をさせていただきたいんですけど、職員

研修業務に４３５万円というふうな説明があった

かと思います。 

 それと、職場環境改善支援業務に４８０万円とい

うような、ちょっと職場環境改善の支援業務で４８

０万円って、ぱっと考えたらえらい高い金額やなと

いうふうなイメージがあります。アドバイザリーは、

先ほど小森委員の言われたのは６６０万円、これは

３つの柱でということでいろんな内容、今説明あり

ましたけど、今度、こちらの事業推進アドバイザリ

ーのは、たしか説明で３２万円っていうふうに説明

を受けたと思うんですけど、もう少し職場研修業務

の４３５万円、職場環境改善支援業務の４８０万円、

最後の事業推進アドバイザリー業務３２万円、もう

少し詳しく教えていただけたらと思います。よろし

くお願いします。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） 一

つだけ、事業推進アドバイザリー業務なんですが、

３２万円ではなく１３２万円でございます。 

○委員（太田 智博） １３２万円、すみません。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） ち

ょっとここの部分からご説明をさせていただきた

いと思います。 

 実はこれ月１０万円の１２か月の消費税という

ことで想定をしておりまして、１０万円の内訳がリ

モートなり対面なりのアドバイザリー業務を受け

る時間、時間的に試算しますと大体１時間掛ける３

回、あるいは１．５時間掛ける２回程度アドバイザ

リーに対する業務を、時間を拘束したり、様々な情

報提供を受けたり、アドバイスをいただくというよ

うな内容を想定しております。年間を通してという

ことで、月当たりにしますと１１万円という状況に

なっています。 

 先ほどご説明させていただきましたように、数年

よりもさらに新年度は内容が濃くなるといいまし

ょうか、プランの見直しの年になっておりますので、

さらにここちょっと時間が増える可能性はありま

すが、これまでどおりの費用でお願いしたいという

ようなお願いをしていきたいと考えています。 

 職員の研修業務の４３５万５，０００円なんです

が、おっしゃるように少し高額だなという印象は皆

さんお持ちだと思います。そうですね、毎年１１か

ら１２コマ、丸１日の研修を、業務をしていただい

たりをしておりまして、１回の研修時間が例えば丸

１日になりますけれども、例えば講師お二人体制で

支援をいただいてるというような状況がありまし

たり、研修実施の前には様々な角度から一応打合せ

をしたり、終わった後もいろんな振り返りをしなが

ら、何が足りなかったのか、あるいはもう少し職員

の意識改革をするためにどうしたらいいのかとい

うようなアドバイスも含めたような対応をしてい

ただいて、伴走型の豊岡市オリジナルのものを研修

としてつくり上げていただいているという点が特

徴かなと思っております。 

 ここは毎年見直していますので、新たな課題が出

れば新たな研修体制をまた組んでいくということ

になっていますので、もうしばらく、ここ３年間ほ

どですけれども、いろんなことを工夫しながら一定

の形をつくっていく中で、将来的には内製化ができ

れば一番いいんですけれども、現段階ではいろんな

お知恵を拝借しているという状況です。 

 それから、３つ目なんですけれども、職場環境改

善支援業務ですが、これは最初の説明のときに少し
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だけ触れさせていただいたんですが、２０２１年度

に発生しました消防のハラスメント事案がスター

トになっております。ただ、ハラスメントが消防だ

けで起きるかというと、そういうことではなく、あ

らゆる職場で起きる可能性が大変高いということ

も含めまして、まずは消防の職場においてどういっ

たことが実際に起きていたのか、あるいは職場風土

がどうであったのか、職員一人一人がどういう意識

で仕事に向かっているのかというような、職員の心

理状態の調査と原因の特定を行いながら、職員は階

層ごとに分かれましてワークショップをしたりと

いうことで、この１年間進めてきました。 

 最終的には多面的評価といいまして、この２月２

日から１８日まで、３６０度評価というふうに言う

んですけれども、１人の職員に対して１０名程度が

その職員を評価をさせていただいて、他者がどんな

ふうにその職員のことを見ている、評価をしている、

いい部分も悪い部分も含めて、現在そこを最終的に

まとめつつあるんですが、自分では気がつかない行

動を取っていたり、自分が思っている以上に周りか

ら高く評価をしてもらったりしているっていうの

があるんですが、実際にそれを自分で自覚をしてい

ないという職員が大半だと思います。その辺のギャ

ップを埋めていくことで昨年度起きたようなハラ

スメントの事案を繰り返さないために、何でしょう、

新たな取組の方針をまとめるためにも、今年度最後

になってるんですけれども、２年間の計画を目標に

していまして、働きやすい職場づくりのために方針

をつくっていきたいというふうに考えています。そ

の支援を教務としてお願いをしている労務管理の

方に対応していただいています。 

 すみません、少し長くなったんですが、失礼しま

す。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（太田 智博） 最後の年っていうことでね、

３年目の最後の年ということなんで、今の説明を聞

いてますと、４８０万円が高いんか安いんか、反対

に安いのかなっていう部分はありますけど、本来先

輩後輩とのコミュニケーションだとかですね、ふだ

んの。日常業務の中でしっかりとコミュニケーショ

ンを取っていきながら、そういうハラスメントをな

くしていく。民間ではそういうことを普通にやって

きたので、この４８０万円というお金をかけてね、

もう最後の年なのでっていうこともありますけど、

かけてまでやらないと、反対にハラスメントが消え

ない職場のほうが僕は問題なのかなというとこは

思ってます。 

 なので、昔、私も会社入った頃は、言うたら悪い

ですけど、女性がお茶くみをするとかね。女性が早

めに来て机を拭くとか、そういう時代が昔はありま

したけど、そういうのもどんどん改善されてきて、

今はそんなもん男女関係なしにやっていく。それも

そういうコミュニケーションの中でやってきた改

善でもあるので、そこまでやらないとなかなか改善

されないのかな、確かに消防本部のやつはもう新聞

記事にも出てましたし、私もたまたま知り合いでし

たのであれですけど、大きな問題ではありますけど、

少しどうなのかなっていうとこもありましたけど、

最後の年だということもございましたので、しっか

りとやっていただけたらと思います。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） 総務課になるんでしょうか。

区長業務に関することで確認というか教えていた

だきたいんですけども、地方創生のほうの大交流窓

口で、豊岡スマートコミュニティの推進というとこ

ろで、区長ＤＸを出石で実証実験をされるというふ

うに聞いておりまして、要望をアプリを通して区長

が上げるというような実証実験というか、をされる

ふうに聞いております。これの全市への展開を期待

するところではあるんですが、こういった他課の要

望、システムの実証実験について、どのように捉え

て今後の展開につなげていかれるのか、今年度中、

実証実験を見守る必要があろうかとは思いますけ

ども、少しこの展開についてお聞かせいただければ

と思いますが。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） 情報推進課のほう

で区長ＤＸを関わっておりますので、こちらで答弁
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させていただきます。 

 おっしゃるように、出石でまずスタートしました。

区長さんが、例えば大雨が降って川の護岸がこんな

ふうに崩れましたみたいな写真と位置図をスマホ

から送ってもらう。それを出石振興局の職員が見て、

案件に応じて例えば建設課に連絡するとか、自分の

ところで対応するとか、そういった対応をしてると

ころでございます。 

 実は、何月だったか、数か月前、二、三か月前に、

その情報共有会、各振興局で情報共有の場を設けま

して、各振興局に広げていくという方向で取組が始

まったところです。正直、進捗度合いに振興局によ

ってスピード感の差がありますけども、各担当者と

も担当者レベルではこれいいねというふうなこと

でやっていこうという方向性はまとまってたとこ

ろでございます。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） ありがとうございます。内容

的には非常に業務効率の改善にもつながりますし、

スピーディーに対応できるのかなと思うんですが、

１点教えていただきたいのが、旧豊岡の対応ってい

うのはどうなるんでしょうか。振興局同士の連携っ

ていうのはよく分かるんですけども、旧豊岡におけ

るこの区長ＤＸっていうのが取り残されてないの

かなと今のご答弁だと不安に思ったんですけども。 

○分科会長（村岡 峰男） ちょっと時間取ろうか、

いいですか。 

 どうぞ。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） 総務課の担当者で

すとか、あとは豊岡地域だと、豊岡地域の例えば護

岸が崩れたとかというのは建設課が直接対応しま

すので、その担当者もその、何だろう、情報共有の

場には参加しておりましたので、すみません、ちょ

っとその方向性までは確認できてないんですけれ

ども、豊岡地域が取り残されるということがないよ

うに進めていきたいと考えております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 この進捗については大変興味を持って見させて

いただきたいと思いますので、またご教示ください。

以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうですか。 

 まだある、短く、じゃあ、どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 振興局にも関連ありますので、

ちょっと予算が突出してないですけど大きいとこ

で、出石の振興局を聞かせてもらいます。 

 一つ、歌舞伎です。特に気になりますのが、公演

事業料については５，６１０万円、これは同額です

よというふうなことになるんですけども、世のうわ

さでは松竹が、芸能といいますか、愛之助さん、大

河に出たり、非常に出演料がかなりアップというふ

うなことになるんじゃなかろうかという、それはも

うちまたでもそういう話は、同じ額では来てくれな

いだろう。それと、今、オミクロン云々というのは、

コロナの中で、見てましたら当然チケット料云々と

いうことで、この事業費ベースで５，６１０万円の

予算。で、チケット代で５，１００万円ほど見てお

られて、さらに情勢的な３００万円もありまして、

これだけでもマイナスが２００万円というふうな

ことになるわけですね、事業で見た場合。こういっ

たトータル予算が一応８，４００万円とあるわけで

すけども、ほかからの云々ということや波及効果も

含めてトータル的に、一つは公演料のアップに対す

る事業だけでも何とか、チケット料を上げるとか、

言わば座席数の確保になるのか公演期間になるの

か、その辺はあくまでもこれは見積りを取られて、

だったら、この時期も含めていけるなということの

中でこれを、予算立てをされてますんでしょうか、

まず１点。 

○分科会長（村岡 峰男） 答弁願います。 

 どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 松竹の見

積りにつきましては、見積りを取ってということに

はなりますが、昨年度と同額の見積りをいただいて

いまして、昨年度は実施はできませんでしたけども、

昨年度から上がっているという状況ではありませ

ん。 
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 特に役者さん含めて出石での公演についての思

い入れというのも相当あるようですし、松竹さんの

ほうにつきましても、ただの本当の興行だけの事業

ではなくて、地域住民がボランティアで協力しなが

らやっている事業ですので、その辺で評価していた

だいて事業料も据置きという形でお願いできてい

るところです。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） ということは、チケット料も

昨年考えておられたままで、同額で据え置くという

ような考え方でよろしいでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） チケット

収入、チケット料についても一応１万２，０００円

と、昨年度と同じ金額で見積もっております。建物

が永楽館という限られた小さい建物ですので、これ

以上座席数を増やすわけにもいきませんですし、あ

と、小さい建物、芝居小屋ということで、演じる演

目についても制約があるということで、なかなかこ

れ以上の値上げは難しいという判断をしておりま

して、据置きということでの見積りをしております。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） あくまでも市の予算ですけど

も、つまり事業トータルが８，４００万円何がしと

いうこと、いわゆるチケット料と助成金云々という

こと、結局３，０００万円近い言わば費用対効果で

いけば、予算と収入ではそれだけの差額が出てきま

す。その３，０００万円というのは、今みたいに観

光で来られたり、いろんなとこから、全国から来ら

れるファンの方、そういうものが当然言わば豊岡に

観光という形の中で落としていただける、十分これ

で行けるというふうな考え方っていうのはあるん

ですね。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） これはあ

くまでも試算ですけども、この事業によりまして豊

岡への経済効果としましては、９，０００万円近い

金額が上げられると、試算しているという状況です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○委員（浅田  徹） コロナ禍、まだ終息は見えま

せんけども、何とかこのとおりにやっていければな

という、これは思いがありますのでよろしくお願い

したいなと思います。 

 もう１点は、やはり気になるのは伝建地区です。

これは今年も３棟、３軒ですね。これで予算を組ま

れとるわけですけども、やはりあそこの伝建エリア、

２５０棟ほどあるんですね、いろんな土蔵とか、い

ろんなものが。それはどのように、計画的に毎年、

予算がついて３軒、２軒、１軒、それとも、いやい

や、申請があってというふうなこと、そのお考えど

うなんですかね。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） この伝建

事業につきましては、まず手を挙げていただくとい

うことをお願いしております。来年度とかに事業を

したい方に手を挙げていただきまして、その中で優

先順位をつけて国と県の採択がいただけるものに

つきまして、市でも予算化しまして事業補助をして

いるという状況になっております。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 最後に、この伝建で防災計画

をまとめられたということですね。非常に、特に言

わばこのエリア内の表面はよくなりますけども、そ

の奥のやっぱり木造の言わば老朽家屋というふう

なことが当たってると思います。それの防火とか、

そういうものについての提案があって、それに基づ

いて新たに市の独自の、例えばこういう火災の報知

機をつけるとか、何かそういう、火の出るところの

防火壁とか、そういうものにつなげていけるような、

この防災計画見てないわけですけども、防火という

ところでこれからそのように生かしていただける

ようなものでまとまっているのか、それらはまた公

表してそういうものをオープンにしていただける

のか、その辺についてはどうですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 伝建地区

の防災計画につきましては、先日まとまりまして、

今印刷のほうにかかっております。準備ができ次第
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ということにはなりますが、準備ができましたら議

員の皆様にも配信させていただくようにしたいと

思います。今議会中にでも配信できるかなというと

ころに来ておりますので、配信後にまた内容につい

てはご清覧いただければというふうに思います。 

 防火の関係の事業としましては、たくさん事業化、

計画には上がっております。ハード事業としまして

市が予算を組むようなものも中にはありますが、そ

の事業につきましては、次年度の予算では間に合っ

ておりませんので上げておりませんが、防災学習会

だとか予算を使わなくてもできるようなものから

進めていきまして、あとは優先順位をつけて取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○委員（浅田  徹） これはよろしくお願いしてお

きます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） なければ、この辺で質疑

を打ち切りたいと思いますが、いいですか。 

 じゃあ、質疑を打ち切ります。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。 

 特にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ないようですので、当局

職員の皆さんはここで退席いただいて結構です。 

 明日１５日火曜日の委員会審査は、午前９時３０

分から当委員会室で行いますのでよろしくお願い

します。お疲れさまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。再開は、すぐで

いいですね。３時２０分。 

午後３時１６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時１８分 分科会再開 

○副分科会長（松井 正志） それでは、休憩前に引

き続き分科会を再開いたします。 

 第３２号議案の審査につきましては、先ほど質疑

まで終えましたので、これから討論に入ります。 

 なお、分科会長が討論される予定ですので、代わ

りに副分科会長である私が、松井が、本議題の表決

まで分科会長の職務を行いますのでご了承願いま

す。 

 これは豊岡市会議規則の、委員長が発言される場

合には委員席に着くというような規定があります

ので、その規定に沿って行うものでございます。 

 それでは、討論はありませんか。 

 村岡委員長。 

○委員（村岡 峰男） あまりあることじゃないんで。 

 今、議題になっています３２号議案ですね。令和

４年度の当初予算ですが、私ども一貫して、議会の

たんびに個人市民税の超過課税は見直しをしてほ

しいということを一貫して述べてきました。今回も

同じように求めているんですが、質疑の中でも、臨

時的な財源なのか、経常的な財源なのかという松井

副委員長の質問が、議論もありましたけども、私は

あくまでもこれは臨時的な財源だろう、少なくとも

都市計画税そのものが経常財源ではなくて臨時的

な財源であったはずですから、それに代わるものは、

どうしても個人的な財源である以上は、年限を切る

とか、あるいは廃止の方向を検討願いたいと。検討

のほうも十分されてないということを聞きますと、

これは反対せざるを得ないということで、債務にお

ける市民税、特に個人市民税の超過課税、もちろん

法人市民税、固定資産税の超過課税もありますが、

とりわけ個人市民税の超過課税については直ちに

廃止の方向で進めていただきたいということで、当

初予算にもその立場から賛成するわけにはいかな

い、反対の立場で意見を申し上げます。以上です。 

○副分科会長（松井 正志） ほかに討論はありませ

んか。 

 小森委員。 

○委員（小森 弘詞） ただいま議題となっておりま

す第３２号議案、令和４年度豊岡市一般会計予算に

ついて、賛成の立場で討論をいたします。 

 超過課税は合併以来、旧豊岡市のみで課税されて

いた都市計画税を廃止し、社会基盤整備の財源とし

て市民から公平かつ広く薄く負担をしていただく
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考えで、市民税と固定資産税に適用されております。 

 令和４年度予算では、個人市民税、法人市民税及

び固定資産税の超過課税分として４億９，９００万

円が見込まれております。超過課税相当額について

は下水道会計に繰り出しており、仮に超過課税を廃

止した場合、非常に厳しい市の財政状況からすれば、

下水道会計への繰出金確保のため、市民の暮らしや

命を守るための道路整備や防災対策、産業振興など

の社会基盤整備のための財源を圧迫し、これまでと

同水準の行政サービスの提供が困難になることが

想定されます。 

 したがいまして、超過課税は引き続き市民の安

心・安全な暮らしを守るため必要不可欠な財源と思

慮いたします。 

 以上、賛成の立場で討論といたします。 

○副分科会長（松井 正志） ほかに討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（松井 正志） 討論を打ち切ります。 

 それでは、賛成、反対の意見がありますので、挙

手により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○副分科会長（松井 正志） 挙手多数により、第３

２号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後３時２３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時２３分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより、協議事項（２）の意見・要望の取りま

とめについて、アの委員会意見・要望の取りまとめ

に入ります。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として委員長報告に付

すべき内容について協議いただきたいと思います。 

 まず、第４０号議案、高橋の分ですね。 

 特にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、特にないようです

ので、委員長報告についてですが、内容につきまし

ては正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午後３時２５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時２５分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） 分科会を再開します。 

 これより、３番協議事項、（２）意見・要望の取

りまとめについて、分科会要望・意見のまとめに入

ります。 

 当分科会に審査を分担された案件の本日の審査

は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として予算決算委員会

に報告すべき内容について協議いただきたいと思

います。どうでしょうか、３２号議案。休憩を挟み

ながら考えてもらうと。 

 休憩します。 

午後３時２６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後４時００分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） それでは、分科会を休憩

を解いて再開します。 

 それでは、今休憩中にいろいろ意見を出しておら

れましたが、当分科会として超過課税の問題、消防

団の問題、それからＤＸ推進、この３本で意見をつ

けるということで、意見の中身については、明日皆

さんにもお示しできるようにするということでご

了解願えますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 報告の内容は、正副分科
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会長に一任願いたいと思います。 

 それでは、以上で分科会を閉会します。 

午後４時０１分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後４時０１分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） 委員会を再開します。 

 これよりその他に入りますが、その他、委員の皆

さんからの何かあればお願いをいたします。今は委

員会です。 

 どうぞ。 

○委員（太田 智博） この前、総務委員会で振興局

の視察を行って、その後、小森委員とも話したんだ

けど、今度、消防本部を目指しましたもんで、消防

本部。 

○委員長（村岡 峰男） 消防。 

○委員（太田 智博） 消防本部。 

○委員長（村岡 峰男） ああ、消防本部。 

○委員（太田 智博） そういう視察ももし、そうい

う機会があればぜひしていきたいなと。 

○委員長（村岡 峰男） なるほど、はい。 

○委員（松井 正志） 消防本部、あれ何か見せたい

って、説明したいっていう話があったと思う。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 消防本部ですけども、

高機能消防指令センターができたということで、総

務委員会の人たちを４月に招きたい、招いて説明し

たいという意向を聞いてます。この件は明日の最後

頃に少し話題になりますので、そのときにできれば

日程まで調整したいので、各自スケジュール帳なり

をご準備いただければと思います。 

○委員長（村岡 峰男） ４月、来月ですね。 

○委員（松井 正志） だから、そのときに向こうの

説明プラスこちら側が聞きたいことも聞いたらい

いと思う。 

○委員長（村岡 峰男） 新しい指令台の、できたん

ですね。なるほど。 

 じゃ、それはまた明日、日程も含めて協議をした

いと思いますが、それ以外でありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、ないようですの

で、以上をもちまして総務委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。 

 明日は９時半ですので、よろしくお願いします。 

午後４時０３分 委員会閉会 

──────────────────── 


